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男女共同参画都市　さつませんだい宣言

わたしがいる　あなたがいる
あなたもたいせつ　わたしもたいせつ
あなたらしさ　わたしらしさを尊重し
一人ひとりの権利を認め　責任を分かち合い
共に歩もう

心やすらぎ　夢をうみだし
生命うるおい　愛をはぐくむ
笑顔でひろがるパートナーシップ
そんな想いを子どもたちに伝えたい

性別を超え　世代を超え
一人ひとりが幸せを実感できる
男女共同参画都市　薩摩川内を目指すことを
わたしたちはここに宣言します

平成17年4月1日　　　　　　　　薩摩川内市



男女共同参画社会の実現を目指して

　女性も男性も全ての個人が、互いにその人権を尊重し、喜びも責任も分かち合いつつ、
性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現は、男女
間の実質的な機会の平等を担保する観点から極めて重要であります。また、少子高齢化が
進み、人口減少社会に突入した我が国社会にとって、社会の多様性と活力を高め、我が国
経済が力強く発展していくために社会全体で取り組むべき最重要課題であります。このよ
うなことから、平成２７年８月には、女性の採用・登用・能力開発等のための事業主行動
計画の策定を事業主に義務付ける、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律が成
立し、同年１２月には国の第４次男女共同参画基本計画が閣議決定され、男女共同参画社
会の実現に向けた取組は新たな段階に入りました。
　本市においては、薩摩川内市男女共同参画基本条例に基づき、平成１７年に計画期間を
１０年とする「薩摩川内市男女共同参画基本計画」を策定し、男女共同参画社会の実現の
ために様々な施策を推進してまいりました。
　しかしながら、性別による固定的な役割分担意識やこれに基づく社会通念や慣行などが
依然として残っており、様々な分野において女性の活躍は見られるものの全体的には女性
の政策・方針決定過程への参画はまだ十分とはいえない現状にあります。
　このような中、本年度に計画期間が終了することから、国の「第４次男女共同参画基本
計画」及び県の「第２次男女共同参画基本計画」を勘案し、新たに「第２次薩摩川内市男
女共同参画基本計画」を策定いたしました。
　今後は、この計画に基づき、国、県や関係機関との連携はもとより、市内関係事業者並
びに市民の皆様と一体となった取組を更に進めてまいりますので、すべての人の人権が尊
重され、自分らしく、そして、安心して暮らすことができる社会の実現に向けて、御支援
と御協力をお願いいたします。
　最後に、本計画の策定に当たり、市民意識調査において貴重な御意見をいただいた市民
の皆様をはじめ、御協力いただきました薩摩川内市男女共同参画審議会委員並びに関係各
位に対し、心から御礼申し上げます。

　　平成２８年３月

薩摩川内市長　　岩　切　秀　雄
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２　世界・国・県の動き
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１.　策 定 の 趣 旨
　少子高齢化の進展、情報通信の高度化、
国際化の進展、地方分権の推進など社会
経済情勢の急速な変化に対応し、男女が、
互いにその人権を尊重しつつ責任も分か
ち合い、性別にかかわりなく、その個性
と能力を十分に発揮することができる男
女共同参画社会＊の実現が、緊急かつ重
要な課題となっています。
　本市は、平成１６年１０月１２日に１
市４町４村の合併により誕生しました。
その後、平成1６年１２月に、本市の男
女共同参画社会の実現に向け基本理念等
を掲げた「薩摩川内市男女共同参画基本
条例」を制定し、平成1７年１月１２日
には、薩摩川内市男女共同参画部会を設
置し、男女共同参画行政の総合的・効果
的な推進を図るための体制の整備を進め
てまいりました。また、平成１７年４月
には、「男女共同参画都市さつませんだ
い宣言」を発し、平成１８年には薩摩川
内市男女共同参画基本計画を策定しまし
た。平成２４年には、社会情勢の変化な
どを踏まえ基本計画の一部見直しを行い
総合的かつ計画的に施策を推進してまい
りました。
　この間、市民の意識の醸成を図るため
の男女共同参画フォーラムや男女共同参
画講座等の開催や、女性の立場から、市
政に市民の声を幅広く反映させるため
の「薩摩川内市女性チャレンジ委員会
（旧名称女性50人委員会）」の設置な
ど、個人の尊重と男女平等の実現に向け
て、市民と行政が一体となった様々な取
組を行ってきました。

 しかしながら、平成２６年度に行った市
民意識調査からは、性別による固定的役
割分担意識や、これに基づく社会通念や
慣行が、依然、根強く残っている現状が
示されており、男女共同参画を進めるこ
とは、男性にとっても暮らしやすくなる
という理解を深めていくことが必要とな
っています。
　また、少子高齢化により労働力人口が
急減する中で、経済成長を遂げていくた
めには、女性をはじめとした多様な人材
の労働力市場への参加を促し、全員参加
型の社会の実現を図ることが重要となっ
ています。こうした中で、自らの意思に
よって職業生活を営み、又は営もうとす
る女性の個性と能力が十分に発揮される
ことが重要であるとして、女性の職業生
活における活躍の推進に関する法律（以
下「女性活躍推進法」という。）が平成
２７年８月に公布されました。
　これらを踏まえて、本市における男女
共同参画社会の実現に向けて、市と事業
者及び市民と、更には近隣市町との広域
的な連携を図りながら、男女共同参画社
会の実現を図るために、第２次薩摩川内
市男女共同参画基本計画を策定しました。
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２．世界・国・県の動き

年 事　項

世 

界
１９７５年

（昭和５０年）

メキシコシティで開催した第１回世界女性会議「国際婦人年世界会議」
において、「平等・発展・平和」を目標とする「世界行動計画」を採択
１９７６年（昭和５１年）から１０年間を「国連婦人の１０年」と決定

国
１９７７年

（昭和５２年）
「国内行動計画」を策定（昭和５２～昭和６１年）

世 

界
１９７９年

（昭和５４年）
国連総会において、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する
条約」（以下「女子差別撤廃条約＊」という。）を採択

世 

界 １９８５年
（昭和６０年）

国連婦人の１０年最終年世界会議（第 3 回世界女性会議）
「婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略」採択

国
「女子差別撤廃条約」を批准
「男女雇用機会均等法」公布（昭和６１年施行）

国
１９８７年

（昭和６２年）
「西暦２０００年に向けての新国内行動計画」策定

県
１９９１年

（平成３年）
「男女共同参加型社会の形成」を施策の基本方向として示し、これに基
づき「鹿児島女性プラン２１」を策定（平成 3 年度～平成１２年度）

世 

界
１９９３年

（平成５年）
世界人権宣言「ウィーン宣言」採択

「女子に対する暴力の撤廃に関する宣言」採択

世 

界 １９９４年
（平成６年）

国際人口・開発会議「カイロ宣言及び行動計画」採択

国
総理府に男女共同参画室及び男女共同参画審議会を設置し、さらに、内
閣総理大臣を本部長とする男女共同参画推進本部を設置

世 

界
１９９５年

（平成７年）
北京で開催した第４回世界女性会議において、２０００年までに取り組
む重点的課題を定めた「北京宣言及び行動綱領」を採択

国
１９９６年

（平成８年）

男女共同参画審議会が答申した「男女共同参画ビジョン」を踏まえ、「男
女共同参画２０００年プラン－男女共同参画社会の形成の促進に関する
平成１２年（２０００年）度までの国内行動計画」を策定

国
１９９８年

（平成１０年）
男女共同参画審議会が「男女共同参画社会基本法」について答申

（平成１１年 6 月施行）

国

１９９９年
（平成１１年）

「男女共同参画社会基本法」公布・施行

県
鹿児島県総合基本計画第３期実施計画において、「男女共同参画社会の
形成」が施策の基本方向の一つとして示され、新たな行動計画として「か
ごしまハーモニープラン」を策定（平成１１年度～平成２０年度）
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世 

界
２０００年

（平成１２年）

国連特別総会「女性２０００年会議：２１世紀に向けての男女平等・開発・
平和」をニューヨークで開催

「政治宣言」と「北京宣言および行動綱領実施のための更なる行動とイ
ニシアティブ」（成果文書）を採択

国
男女共同参画基本法に基づく初めての法定計画として「男女共同参画基
本計画」を策定

国 ２００１年
（平成１３年）

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」公布・施行

県 「鹿児島県男女共同参画推進条例」公布

国
２００３年

（平成１５年）

男女共同参画推進本部「女性のチャレンジ支援策の推進について」決定
「次世代育成支援対策推進法」公布・施行
「少子化社会対策基本法」公布・施行

世 

界 ２００５年
（平成１７年）

第４９回国連婦人の地位向上委員会「北京＋１０」（ニューヨーク）

国
「男女共同参画基本計画（第２次）」策定
「女性の再チャレンジ支援プラン」策定

県
２００６年

（平成１８年）
「配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画」策定

国
２００７年

（平成１９年）
「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び「仕事と
生活の調和推進のための行動指針」策定

国 ２００８年
（平成２０年）

男女共同参画推進本部「女性の参画加速プログラム」決定

県 「鹿児島県男女共同参画基本計画」策定（平成２０年度～平成２４年度）

県
２００９年

（平成２１年）
「配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画」改定

国
２０１０年

（平成２２年）

「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び「仕事と
生活の調和推進のための行動指針」改定

「第３次男女共同参画基本計画」策定

世 

界
２０１１年

（平成２３年）
ＵＮ　Ｗ omen（ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国
連機関）正式発足

国
２０１２年

（平成２４年）
「「女性の活躍促進による経済活性化」行動計画～働く「なでしこ」大作
戦～」策定

県
２０１３年

（平成２５年）
「第 2 次鹿児島県男女共同参画基本計画」策定（平成２５年度～平成
２９年度）

国
２０１５年

（平成２７年）

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」公布・施行（一部
については平成２８年４月１日施行）

「第４次男女共同参画基本計画」閣議決定
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１．基  本  理  念
　　 　この計画は、「薩 摩川内市男女 共同参 画 基 本 条 例」第３条に規 定する

基本理念に基づき策定します。

（１）男女の人権の尊重
　　 　男女共同参画の推 進は、男女の個人としての尊厳が重んじられること、

男女 が 直 接 的であるか間 接 的であるかを問わず 性 別による差 別 的 取 扱

いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機 会が 確保される

こと、その他の男女の人権が尊重されること。

（２）社会における制度・慣行についての配慮
　　 　男女共同参画の推 進に当たっては、社 会における制 度 又は慣行が、性

別による固定的な役割分担等に基づき、男女の社会における活動の自由

な選択に対して影響を及ぼすことのないように配慮されること。

（３）施策・方針の立案及び決定への共同参画
　　 　男女 共同参 画の 推 進は、男女 が、社 会 の対 等 な 構成員として、市にお

ける施策又は事 業者における方針の立案及び決 定に共同して参画する機

会が確保されること。

（４）家庭生活における活動と他の活動の調和
　　 　男女共同参画の推進は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の

支 援の下に、子 の養育、家族の介 護その 他の家 庭 生 活における活動及び

その他の全ての活動に対等に参画することができるようにすること。

（５）性と生殖に関する生涯にわたる健康と権利への配慮
　　 　男女が、互いの身体的特 徴 及び性に関する理 解を深めるとともに、性

に関する個人の意思が 尊重され、生 涯にわたる健 康の保持が図られるこ

と。

（６）国際的協調
　　 　男女共同参画の推進は、国際社会における取組みと密接な関係を有し

ていることを考慮して行われること。

○この計画の中で使用している「男女共同参画の視点」とは、これらの理
念を踏まえた立場や観点のことをいいます。
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　 　第１次計画策 定 後の社会経 済 情勢 の変化や同計画に基づく取 組の成果や

課題を踏まえ、基 本目標に掲げた男女共同参画社会を実現するために、次の

１０の「重点目標」を設定します。

市民一人ひとりの人権が尊重され

　○多様な生き方が選択でき、個性や能力が発揮できるまちの実現

　○健康で、誰もが安心して暮らすことができるまちの実現

１　男女共同参画社会の形成を阻害する社会制度・慣行の見直し、意識の改革

２　 男女共同参画を正しく理解し、社会のあらゆる分野において推進する教

育・学習の充実

３　生涯を通じた男女の健康の保持・増進

４　男女の人権を侵害するあらゆる暴力の根絶

５　生活上の困難や課題に直面する人々が安心して暮らせる環境の整備

６　政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

７　男女ともに能力を発揮できる就業環境の整備の促進

８　仕事と生活の調和を図るための環境づくりの促進

９　男女共同参画の視点に立った地域づくり活動の推進　

10　男女共同参画の視点に立った防災・復興体制の確立

２．基  本  目  標
　 　男女共同参画社会の根底を成す基本理念である「男女の人権の尊重」は、

“性別にかかわりなく”一人ひとりの人権が尊重されることを意味しています。

　 　「一人ひとりの人権の尊重」が市民一人ひとりの意識に深く浸透し、あらゆ

る場において行動に結びつくことを目指して、次の基本目標を定めます。
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４．計  画  の  性  格
（１ ）本計画は、男女共同参画社会基本法第１４条第３項及び薩摩川内市男女共同参画

基本条例第１０条第１項に基づくものであり、国及び県の計画との整合を配慮したも

ので本市における男女共同参画社会づくりの基本となる計画です。

（２ ）本計画は、「第2次薩摩川内市総合計画」及び関係計画等と連携を図りながら、市

の各分野の施策を男女共同参画の視点で横断的に捉えています。

（３ ）本計画は、本市の男女共同参画社会の実現に向けて、市民、事業者、行政が一体

となって行う取組の指針となるものです。

（４ ）本計画の「重点目標６　政策・方針決定過程への女性の参画の拡大」、「重点目標

７　男女ともに能力を発揮できる就業環境の整備の促進」及び「重点目標８　仕事

と生活の調和を図るための環境づくりの促進」を女性活躍推進法第６条第２項に規

定する市町村推進計画に位置付けます。

５．計  画  の  期  間
　 　この計画の期間は、平成２８年度（２０１６年）から平成３７年度（２０２５年）までの

１０年間とします。

　 　ただし、この間、社会情勢の変化等に適切に対応し、施策を効果的に進めるため、必

要に応じて計画の見直しを行います。 
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６． 施  策  の  体  系
【基本理念】 【基本目標】 【 重 点 目 標 】 【施  策  の  方  向】

●
男
女
の
人
権
の
尊
重　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

●
社
会
に
お
け
る
制
度
・
慣
行
に
つ
い
て
の
配
慮

●
施
策
・
方
針
の
立
案
及
び
決
定
へ
の
共
同
参
画　
　

●
家
庭
生
活
に
お
け
る
活
動
と
他
の
活
動
の
調
和

●
性
と
生
殖
に
関
す
る
生
涯
に
わ
た
る
健
康
と
権
利
へ
の
配
慮　
　

●
国
際
的
協
調

市
民
一
人
ひ
と
り
の
人
権
が
尊
重
さ
れ

　

○
多
様
な
生
き
方
が
選
択
で
き
、
個
性
や
能
力
が
発
揮
で
き
る
ま
ち
の
実
現

　

○
健
康
で
、
誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
ま
ち
の
実
現

推進体制
１　市民・男女共同参画地域
　　推進員・市民団体・事業
　　所・行政の連携と協働
２　国・県・他市町村・関係
　　機関等との連携
３　男女共同参画審議会の機
　　能発揮
４　庁内推進体制の充実及び
　　施策の進行管理の徹底
５　計画の評価及び施策への
　　確実な反映

１　男女共同参画社会の形成を
　　阻害する社会制度・慣行の
　　見直し、意識の改革

２　男女共同参画を正しく理解
　　し、社会のあらゆる分野に
　　おいて推進する教育・学習
　　の充実

３　生涯を通じた男女の健康の
　　保持・増進

４　男女の人権を侵害するあら
　　ゆる暴力の根絶

５　生活上の困難や課題に直面
　　する人々が安心して暮らせ
　　る環境の整備

６　政策・方針決定過程への女
　　性の参画の拡大（女性活躍
　　推進計画）

７　男女ともに能力を発揮でき
　　る就業環境の整備の促進　
　　（女性活躍推進計画）

８　仕事と生活の調和を図るた
　　めの環境づくりの促進（女
　　性活躍推進計画）

９　男女共同参画の視点に立っ
　　た地域づくり活動の推進

10　男女共同参画の視点に立っ
　　た防災・復興体制の確立

(1)　 男女共同参画の視点に立った制度や慣行
の見直し

(2)　 広報・啓発活動を通じた男女共同参画に
ついての理解促進

(3)　 男女共同参画に関する調査研究、情報収
集・提供の充実

(4)　 メディアにおける男女共同参画の推進と
メディア・リテラシーの向上

(1)　 学校等における人権尊重と男女平等を推
進する教育の充実

(2)　 家庭や地域における男女共同参画の理解
促進

(3)　 多様な選択を可能にする教育及び能力開
発・学習機会の充実

(1)　生涯を通じた男女の健康支援
(2)　 妊娠・出産等に関する健康支援と性に関

する正しい理解の促進
(3)　 性感染症、薬物乱用、喫煙・飲酒対策の

推進
(4)　 健康づくりのための生涯にわたるスポー

ツ活動の推進

(1)　暴力の根絶に向けた社会基盤づくり
(2)　 配偶者等からの暴力の防止及び被害者支

援の推進
(3)　 セクシュアル・ハラスメント防止対策の

推進

(1)　ひとり親家庭等への支援
(2)　高齢者が安心して暮らせる環境の整備
(3)　障害者が安心して暮らせる環境の整備
(4)　外国人が安心して暮らせる環境の整備
(5)　 その他複合的に困難な状況に置かれてい

る人々の支援
(6)　 子どもが安心・安全に暮らせる環境の整

備

(1)　行政分野における女性の参画の拡大
(2)　雇用分野における女性の参画の拡大
(3)　 農林水産業・商工業等自営業の分野にお

ける女性の参画の拡大
(4)　その他の分野における女性の参画の拡大
(5)　女性の人材育成及び人材情報の整備

(1)　 雇用の分野における男女の均等な機会と
待遇の確保

(2)　 農林水産業・商工業等自営業の分野にお
ける就業環境の整備及び女性の経営参画
の促進

(3)　女性の能力発揮のための支援

(1)　 仕事と生活の調和を図るための社会的気
運の醸成と環境整備

(2)　 多様なライフスタイルに対応した子育て
や介護の支援

(1)　 地域における男女共同参画推進の基盤づ
くり

(2)　 男女共同参画の視点に立った地域コミュニ
ティ活動等様々な地域づくり活動の推進

(1)　 防災分野における女性の参画拡大など男
女共同参画の推進

(2)　復興における男女共同参画の推進
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重点目標
男女共同参画社会の形成を阻害する
社会制度・慣行の見直し、意識の改革

【現状と課題】

　社会制度や慣行は、それぞれの目的や経緯を持って形成されてきたもので

はありますが、その中には、男女共同参画の視点から見た場合、明示的に性

別による区分を設けていなくても、男女の置かれている立場の違いなどを反

映して、結果的に男女に中立に機能しないことにより、個人の生き方を制約

したり、個性や能力の発揮を妨げたりし、本来尊重されるべき性別にかかわ

らない多様な生き方の選択を阻み、男女共同参画社会 ＊の形成を阻害する要

因となっているものがあります。

　このような制度や慣行は、多くが固定的な性別役割分担に基づき形成され

ており、暮らしの隅々に関わっていることから、人々の意識に大きく影響を

及ぼしています。本市が実施した平成２６年度男女共同参画に関する市民意

識調査によると、社会通念・慣習・しきたりなどで多くの人が男性の方が優

遇されていると感じており、依然として男女の地位の不平等感が存在します。

　このようなことから、市民生活を支える市のあらゆる施策や人々の活動の

場である家庭・職場、学校、地域等における慣行について、固定的性別役割

分担意識 ＊を助長したり、性別により機会の不平等をもたらしたりするもの

ではないか等を点検し、見直しを進める必要があります。

　また、男女共同参画の視点から見直されるべき社会制度や慣行への気づき

とその見直しに向けた主体的な行動が市民の中で広がるよう、男女共同参画

社会の形成に必要な知識の普及を図るため、積極的な広報、啓発を推進する

必要があります。

1
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重点目標１　男女共同参画社会の形成を阻害する
　　　　　　社会制度・慣行の見直し、意識の改革
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施策の方向 施策の概要

(1)　 男女共同参画の視点
に立った制度や慣行
の見直し

① 男女共同参画の推進に関する施策の総合的・
計画的実施

② 市民の意見を反映させた男女共同参画関連施
策の策定・実施

③ 社会的性別（ジェンダー＊）に配慮した相談
体制の充実

(2)　 広報・啓発活動を通
じた男女共同参画に
ついての理解促進

① 広報活動を通じた男女共同参画に関する普
及・啓発

② 男女共同参画の理解を深めるための普及・啓
発と情報提供

③市職員の男女共同参画に関する理解促進

(3)　 男女共同参画に関す
る調査研究、情報収
集・提供の充実

① 男女共同参画の現状等に関する情報等の収
集・提供

② 調査や統計における男女別等統計（ジェンダ
ー統計＊）の充実

(4)　 メディアにおける男
女共同参画の推進と
メディア・リテラシ
ーの向上

① メディアに対する男女の人権に配慮した表現
等の要請

② 公的広報・出版物等における男女共同参画の
視点に立った表現への配慮

③メディア・リテラシー＊の向上のための取組
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重点目標
男女共同参画を正しく理解し、社会の
あらゆる分野において推進する教育・学習の充実

2

【現状と課題】

　男女共同参画社会 ＊の形成を促進するための基礎となるのが、教育・学習

です。

　平成 26 年度の市民意識調査においても、「男女共同参画社会を形成するた

めに市が力を入れるべきこと」として、約 4 割の人が、「子どもの頃からの

男女の平等や相互の理解・協力についての学習の充実」をあげ、「学校教育

や社会教育・生涯学習の場における男女平等等の学習の充実」をあげた人も

多くなっています。

　なお、この調査では、「社会通念・慣習・しきたりなど」「政治の場」で約 7 割、

「職場」「家庭」「地域社会」で約半数以上の人が、男女の地位に不平等を感

じており、「男女共同参画社会が進まない原因」として、約 6 割の人が「社

会通念や慣習・しきたりなどの中には、男性優位にはたらいているものが多

い」をあげています。

　このようなことから、学校、家庭、地域、職場等が相互に連携し、固定的

性別役割分担意識 ＊を解消し、人権尊重を基盤にした男女平等意識の形成と

男女共同参画についての理解の深化を図るための教育・学習に取り組み、そ

の理解を社会全体に広げる必要があります。

　特に、これまで当事者意識を持って主体的に男女共同参画についての学習

に参加する機会が少なかった男性や子ども、若年層を対象にした積極的な取

組が必要です。中でも、子どもたちを対象とした学校教育や家庭教育におけ

るこれらの取組は、子どもたちの自己肯定感や自尊感情を育むとともに、将

来を見据えた自己形成につながることから、男女共同参画の視点に立った総

合的なキャリア教育＊と併せて進めていくことが重要です。

　また、男女が主体的に多様な生き方や働き方を選択できるように、ライフ

スタイルに応じたきめ細やかな支援を行うとともに、これまで性別による社

会的制約等により男性に比べて能力を生かす機会が少なかった女性のエンパ

ワメント＊を促進する必要があります。
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( 平成 26 年度男女共同参画市民意識調査 )
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〔　男女共同参画社会を形成するために市が力を入れるべきこと　〕

〔　男女共同参画社会が進まない原因　〕

保育施設や保育サービス、高齢者施設や介護サービスの充実

社会通念や慣習、しきたりなどの中には、男性優位に働いているものが多い

子どもの頃から、男女の平等や相互の理解・協力についての学習を充実させる

日本の社会は仕事優先、企業中心の考え方が強く、それを支えているのは
男性だという認識が強い

女性を政策決定などの場 ( 審議会・委員会等 ) に積極的に登用する

育児、介護などを、男女が共に担うための体制やサービスが充実していない

職場における男女の均等な取り扱いについて周知徹底を行う

男女平等を進めていこうという、男性の意識が弱い

あらゆる分野の女性リーダーを養成する

女性の能力を発揮できる環境や機会が十分ではない

女性の労働機会を増やすため、就業情報の提供や職業訓練を充実させる

能力を発揮している女性を適正に評価する仕組みが十分ではない

学校教育や社会教育・生涯学習の場で、男女の平等と相互理解や協力について、
男女の学習機会を充実する

男女平等を進めていこうという、女性の意識が弱い

女性に対する暴力 ( セクハラや DV など ) の防止や被害者支援に取り組む

男女の差別を人権問題としてとらえる意識が弱い

地域、企業などにおける男女共同参画の推進役となる人材を育成する

女性の就業、社会参加を支援する施設やサービスが充実していない

男女共同参画に関する情報提供や交流の場、相談、支援体制を充実する

女性の意欲や能力が男性に比べて劣っていると考える人がいる

法律や制度面での見直しを進める

行政や企業などの重要な役職に一定の割合で女性を登用する制度などが
充実していない

情報紙やパンフレットなどで男女共同参画社会についての啓発を行う

専業主婦に有利な税制や社会保険制度などが、男女の固定的役割分担を助長している

分からない

分からない

その他

その他
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施策の方向 施策の概要

(1)　 学校等における人権
尊重と男女平等を推
進する教育の充実

① 教育関係者が男女共同参画を正しく理解する
ための研修等の取組の促進

② 学校教育活動全体を通した人権尊重と男女平
等を推進する取組の充実

(2)　 家庭や地域における
男女共同参画の理解
促進

① 地域社会における男女共同参画に関する学習
機会の提供

② 社会教育における男女共同参画に関する教
育・学習の推進

③ 男女共同参画の視点に立った家庭教育の推進
と相談体制の充実

(3)　 多様な選択を可能に
する教育及び能力開
発・学習機会の充実

① 男女共同参画の視点に立った総合的なキャリ
ア教育の推進と進路・就職指導の充実

② 生涯にわたる学習機会の充実と能力開発の促
進

　

重点目標２　男女共同参画を正しく理解し、社会の
　　　　　　あらゆる分野において推進する教育・学習の充実
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生涯を通じた男女の健康の保持・増進

　

重点目標 3

【現状と課題】

　男女共同参画社会 ＊の形成に当たっては、心身の健康に関する取組は重要

です。

　男女がそれぞれの性に関わる身体的特徴に理解を深め、心身の健康につい

ての正しい知識と情報を入手することにより、主体的に行動し、健康を享受

できるように支援することが必要です。その際、女性は、妊娠や出産の可能

性もあるなど、生涯を通じて男女は異なる健康上の問題に直面することにつ

いて、十分な配慮が必要です。

　しかしながら、若年層を中心とした望まない妊娠や性感染症の実態の背景

には、性に関する正しい知識や情報の不足のほか、女性による性についての

主体的な判断と行動を阻む社会的性別（ジェンダー ＊）があり、それが性的

暴力の要因となっていることもあります。

　そのため、女性が、生涯安心した性生活をはじめ、健康な生活を営むこと

ができるよう、「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健

康と権利） ＊」についての市民への意識の浸透を図るとともに、女性の生涯

を通じた健康を総合的に支援する取組が必要です。

　一方、本市の自殺者の約 7 割が男性であり、その約 6 割を４０～６９歳が

占めています。この背景には、男性自身が「男性は強くあるべき、弱音は吐

くべきではない」という意識に縛られ、悩みや問題を一人で抱え込み、精神

的に孤立している状況にあるなど生きづらさを抱えていることが考えられま

す。このため、男女共同参画の視点を踏まえ、自殺予防も視野に入れた心身

の健康支援や中高年男性への意識啓発活動を進める必要があります。
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男 女

40～44歳

男 女

45～49歳

男 女

50～54歳

男 女

55～59歳

男 女

60～64歳

男 女

65～69歳

男 女

70～74歳

予備軍 該当者
60

50

40

30

20

10

0

(%)

15.6

5.6

16.7

7.2

22.1

7.0

17.4

6.7

17.7

7.0

19.8

8.8

17.7

10.7

17.8

0.9

22.9

4.1

26.8

5.6

25.6

10.6

26.5

9.1

26.1

11.0

25.8

12.6

15.6

5.6

16.7

7.2

22.1

7.0

17.4

6.7

17.7

7.0

19.8

8.8

17.7

10.7

17.8

0.9

22.9

4.1

26.8

5.6

25.6

10.6

26.5

9.1

26.1

11.0

25.8

12.6

〔　メタボリックシンドローム該当者及び予備軍の割合（ 平成２５年）　〕

（ 薩摩川内市特定健康診査結果）
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55.8%

46.7%

33.6%
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40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳
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男性 女性 63.8%

55.4%

46.4%

37.9%
33.3%

42.9%

54.5%
51.9%

52.2%

24.0%
20.4%

15.0%

25.0%
21.4%

〔　特定健康診査性別・年齢別受診率　〕
（ 平成２５年）

〔　特定保健指導性別・年齢別終了率　〕
（ 平成２５年）

（ 薩摩川内市特定健康診査・特定保健指導結果）

重点目標３　生涯を通じた男女の健康の保持・増進
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施策の方向 施策の概要

(1)　 生涯を通じた男女の
健康支援

① 心身の健康について正しい知識の普及と情報
提供

② 男女の身体的違いやニーズを踏まえた健康づ
くりの支援

③ 性別や男女のニーズに応じた医療、健（検）
診及び相談の環境整備 

④食育の推進

(2)　 妊娠・出産等に関す
る健康支援と性に関
する正しい理解の促
進

①妊娠・出産期における健康管理の充実
② 周産期医療や救急医療体制、小児医療体制の

確保
③不妊治療に関する支援の充実
④性に関する正しい知識の普及

(3)　 性 感 染 症 、 薬 物 乱
用、喫煙・飲酒対策
の推進

① 性感染症の予防から治療までの総合的対策の
推進

②薬物乱用防止対策の推進
③喫煙・飲酒対策の推進

(4)　 健康づくりのための
生涯にわたるスポー
ツ活動の推進

① 男女を問わずスポーツに親しむことができる
環境整備

②スポーツ活動における女性の参画の拡大

　

30

25

20

15

10

5

0

(人) 男性 女性

20歳未満 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80歳以上

2 1

7
4

10

2

12

1

25

4

14

9

6
4

7
4

〔　年代別・性別自殺者数 ( 平成２１〜２５年度累計 )　〕

※ 警察庁の自殺統計原票を集計した結果 ( 自殺統計 )
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重点目標
男女の人権を侵害するあらゆる暴力の根絶

4

【現状と課題】

　すべての人には、安心、安全に暮らし、自分の生き方を自分で選び取り、

人生を豊かに生きる権利がありますが、その基本的な人権を侵害するものと

して、様々な暴力があります。

　そのうち、配偶者等からの暴力＊ストーカー行為、セクシュアル・ハラスメン

ト＊、性犯 罪、人 身取引＊等の暴力は、その被害者の多くは女性です。その背

景には、女性に対する差別や偏見があり、これらの暴力の根絶は、男女共同

参画社会 * を形成する上での喫緊の課題です。

　そのため、「配偶者からの暴力を防止及び被害者の保護等に関する法律 ＊」

や「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 ＊」

におけるセクシュアル・ハラスメント防止規定、その他法制度に基づき、社

会的な取組が進められてきたところです。

　しかしながら、暴力は依然として存在し、命に関わる重大事件も発生して

おり、被害者は、心身ともに大きなダメージを受け、それによって、就業そ

の他社会活動が困難な状況にあります。

　平成 2 ６年度に実施した市民意識調査によると、配偶者等から身体的、精

神的、性的暴力のいずれかを受けたことがあると回答した女性のうち「どこ

（だれ）かに相談した」人は４．４％に留まっており、暴力が潜在化しやすい

傾向にあります。

　なお、男児への性暴力など被害者が男性の場合もありますが、社会的理解

や対応が不十分なことから、問題が潜在化・深刻化する傾向にあります。

　こうしたことから、暴力の背景や構造について正しい理解を広め、啓発活

動等を実施し、暴力を許さない意識の醸成を図るとともに、相談員の人材育

成等相談体制の充実をはじめ被害者が相談しやすい環境づくりを進め、被害

の潜在化を防止する必要があります。

　また、関係機関・団体との連携を強化し、被害者の立場に立った迅速かつ

適切な対応に努め、総合的で切れ目のない被害者支援を行う必要があります。
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全体(491人)

男性(218人)

女性(273人)

16.5%

6.0%
24.9%

8.1%

9.5%

6.4%

6.5%
4.6%

8.1%

3.9%
3.2%

4.4%

7.3%
0.9%

12.5%

7.5%

2.8%
11.4%

2.4%
1.4%

3.3%

4.3%

1.8%
6.2%

6.9%
0.9%

11.7%

3.7%
0.5%

6.2%

〔　配偶者等から次のような行為を受けたことがある　〕

( 平成 26 年度男女共同参画市民意識調査 )

口汚くののしる、怒鳴る

何を言っても、何をしても無視する

交友関係や電話を細かく監視する

大切にしているものを、わざと
壊したり捨てたりする

なぐるふりをしておどす

暴力をふるう（打つ・殴る・蹴るなど）

見たくもないのに、わいせつな
ビデオや雑誌を見せる

避妊に協力しない

意に反して性的な行為を強要する

生活費を渡さない
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施策の方向 施策の概要

(1)　 暴力の根絶に向けた
社会基盤づくり

①暴力を容認しない意識の醸成と環境づくり
② 子どもや若年層の間で起きる暴力を予防する

啓発の推進
③メディアにおける性・暴力表現への対応

(2)　 配偶者等からの暴力
の防止及び被害者支
援の推進

① 総合的施策の推進と関係機関・団体等との連
携・協力体制の充実

②被害者の早期発見のための環境づくり
③被害者の安全確保
④被害者の心身の健康回復と自立の支援
⑤相談員等の養成による相談体制の充実
⑥ 家庭内の暴力により心理的外傷を受けた子ど

もへの支援
⑦交際相手からの暴力への対応

(3)　 セクシュアル・ハラ
スメント防止対策の
推進

① 雇用の場におけるセクシュアル・ハラスメン
ト防止対策の促進

② 教育の場におけるセクシュアル・ハラスメン
ト防止対策の促進

　

重点目標４　男女の人権を侵害するあらゆる暴力の根絶
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生活上の困難や課題に直面する人々が安心して
暮らせる環境の整備

【現状と課題】

　単身世帯やひとり親世帯の増加等に伴う家族形態の多様化、非正規労働者

の増加など雇用・就業構造の変化、経済社会の急速なグローバル化などが進

行する中で、幅広い層で貧困など生活上の困難を抱える人の増加が見られま

す。

　特に、ひとり親家庭や障害のある人、高齢者、女性は、厳しい生活環境や

雇用環境に置かれやすい状況にあります。そのうち女性は、出産・育児等に

より就業を中断する人や非正規雇用者が多いこと、賃金等の男女格差がある

こと、配偶者等からの暴力＊やセクシュアル・ハラスメント＊の被害により社

会生活に支障をきたすことなどで、男性に比べて貧困など生活上の困難に陥

りやすくなっています。さらに、障害のある女性や外国人の女性などは、女

性 で あ る こ と で 複 合 的 に 困 難 な 状 況 に 置 か れ て い る 場 合 が 少 な く あ り ま せ

ん。

　また、若年層においても、社会的孤立化や未就労・非正規雇用による貧困

の問題が深刻化しており、この要因として、経済の低迷により女性にとって

厳しい雇用環境が男性にも拡大したことや、固定的性別役割分担意識 ＊など

もあげられます。

　一方、男性の単身世帯や父子世帯、家族等の介護を担っている男性の中に

は、地域からの孤立化等の問題を抱えている人がいますが、その背景には、

固定的性別役割分担意識に基づく男性の家庭や地域との関わり方や仕事優先

の働き方があります。

　また、性的指向 ＊や性同一性障害など性別に関する偏見や固定観念等によ

り、困難な状況に置かれ、人権を侵害されている状況にある人々がいます。

　そのため、一人ひとりが、自信と誇りと喜びを持って自立した生活を送る

ことができるよう、人権を尊重し、多様な家族形態やライフスタイルを認め

合う意識の醸成や固定的性別役割分担意識の解消が必要です。

　併せて、「Ｍ字カーブ＊問題」の解消、就労の場における均等な機会と公正

な 待 遇 の 確 保、 仕 事 と 生 活 の 調 和（ ワ ー ク・ ラ イ フ・ バ ラ ン ス ＊） の 推 進、

正規雇用と非正規雇用間の格差是正等非正規雇用の雇用環境の整備、自立し

た生活を送るための支援等に取り組む必要があります。

　

重点目標 5
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　このように、様々で困難な状況に直面している人々が、安心して暮らせる

ようになるためには、社会のあらゆる分野における男女共同参画の視点を踏

まえた取組の推進が不可欠です。
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〜
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〜
４４

５０
〜
５４
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〜
６４

７０
〜
７４

80
以
上

27.1

16.6

〔　男女別・年齢階層別相対的貧困率（ 平成 22 年）〔全国〕　〕

( 資料：内閣府「平成 24 年版男女共同参画白書」)

( 備考 )　厚生労働省「国民生活基礎調査」( 平成 22 年 ) を基に、内閣府男女共同参画局「生活困難を抱える男女に関する検討会」
阿部彩委員の特別集計より作成。

　

重点目標５　生活上の困難や課題に直面する人々が
　　　　　　安心して暮らせる環境の整備
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一人暮らし
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(n=151)

7.3

夫婦のみ
世帯

(n=344)

1.2

その他
世帯

(n=588)

1.4

一人暮らし
世帯
(n=86)

19.8

夫婦のみ
世帯

(n=395)

3.0

その他
世帯

(n=498)

0.8

女性 男性

〔　世代・世帯類型別相対的貧困率（ 平成 19 、22 年）〔全国〕　〕

〔　困ったときに頼れる人がいない人の割合（ 60 歳以上）〔全国〕　〕

（資料：内閣府「平成 24 年版男女共同参画白書」）

（資料：内閣府「平成 24 年版男女共同参画白書」）

( 備考 )

( 備考 )

1. 厚生労働省「国民生活基礎調査」( 平成 19 年、22 年 ) を基に、男女共同参画会議基本問題・影響調査専門
　調査会女性と経済ワーキング・グループ ( 阿部彩委員 ) による特別集計より作成。
2. 相対的貧困率は、可処分所得が中央値の 50％未満の人の比率。
3. 平成 19 年調査の調査対象年は平成 18 年、平成 22 年調査の調査対象年は平成 21 年。

1. 内閣府「高齢者の住宅と生活環境に関する意識調査」( 平成 22 年 ) より作成。
2. 調査対象は、60 歳以上の男女である。
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女
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男
児

全
体
・
女
児

夫
婦
と
未
婚
の
子
・
男
児

夫
婦
と
未
婚
の
子
・
女
児

母
子
世
帯

高齢者世代(65歳以上) 勤労世代(20～64歳) 子ども世代(20歳未満)

平成19年
平成22年

　

28 29



  

第
三
章 

計
画
の
内
容

施策の方向 施策の概要

(1)  ひとり親家庭等への支援 ①ひとり親家庭等への経済的支援
②ひとり親家庭の母等の就業等自立の支援

(2)　 高齢者が安心して暮ら
せる環境の整備

①高齢男女の就業促進
②男女のニーズに配慮した高齢者の生活の自立支援
③ 男女の身体的特徴や性別に配慮した高齢者の医療・

介護基盤の充実

(3)　 障害者が安心して暮ら
せる環境の整備

① 障害のある男女のニーズに配慮した自立支援と生活
環境の整備

② 男女の身体的特徴や性別に配慮した障害者の医療・
介護基盤の充実

(4)　 外国人が安心して暮ら
せる環境の整備

① 複合的な生活上の困難を抱える外国人の女性に対す
る支援

(5)　 その他複合的に困難な
状 況 に 置 か れ て い る
人々の支援

①同和問題等人権問題の解決
② 性的指向や性同一性障害等を理由として困難な状況

に置かれている人々への支援

(6)　 子どもが安心・安全に
暮らせる環境の整備

①子どもに対する虐待や性犯罪等暴力の根絶
②暴力被害者である子どもの早期発見と適切な保護
③子どもが安心して生活できる環境づくり
④社会全体で子どもを支える取組の促進

　

重点目標５　生活上の困難や課題に直面する人々が
　　　　　　安心して暮らせる環境の整備
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政策・方針決定過程への女性の参画の拡大
（女性活躍推進計画）

　

重点目標 6

【現状と課題】

　経済その他社会の様々な分野の発展のためには、各分野の政策・方針決定

過程に多様な立場の人が多様な意見を持って参画し、男女双方の意思が公正

に反映されることが重要です。しかし、女性は、人口の半分、労働人口の約

４割を占め、社会において様々な活動を担っているにもかかわらず、政策・

方針決定過程への参画は低調です。

　本市の審議会等委員に占める女性の割合は２５. １％であり、市議会議員

に占める女性の割合は７. ７％、自治会長では４. ５％と、市の政治や地域づ

くり活動への女性の参画は進んでいません。（比率は、いずれも平成 2 ７年

４月 1 日現在）

　このような状況を改善するためには、市が率先して女性の参画拡大に向け

た取組を進めていくとともに、市民、事業者、団体等に対する働きかけや支

援を行う必要があります。

　また、関係機関や団体と連携しながら、女性の人材の育成や各分野で活躍

する人材の掘り起こしを進めていくとともに、こうした人材に社会で活躍す

る機会を提供する必要があります。

○女性の参画状況 

（単位：％） 

※１　市町村における女性の公職参加状況調査より（平成２７年 4 月 1 日現在）
※２　鹿児島県資料より（平成 27 年 6 月 1 日現在）

※管理職等とは係長以上です。

審議会・委員会等 管理職等※ 議　会 自治会長

薩 摩 川 内 市 ２５．１ １０．０ ７．７ ４．５

県 内 平 均 ２５．６ １３．８ ６．９ ６．２※ 1 ※ 1 ※ 2 ※ 1
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施策の方向 施策の概要

(1)　 行政分野における女
性の参画の拡大

①市の審議会等委員への女性の登用促進
②市における女性の職員の登用等の推進
③市政推進における女性の意見の反映

(2)　 雇用分野における女
性の参画の拡大

①企業における女性の参画の促進
②仕事と生活の調和の促進

(3)　 農林水産業・商工業
等自営業の分野にお
ける女性の参画の拡
大

①農林水産業分野における女性の登用促進
②商工業分野における女性の登用促進

(4)　 その他の分野におけ
る女性の参画の拡大

① 各種機関、団体、組織等における女性の参画
促進

(5)　 女性の人材育成及び
人材情報の整備

①行政分野における女性の人材の育成
②地域社会における女性の人材の育成
③農林水産業分野における女性の人材の育成
④国際交流・協力を通じた女性の人材の育成
⑤女性の人材情報の収集・整備

重点目標６　政策・方針決定過程への女性の参画の拡大
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【現状と課題】

　就業は、個人の生活に経済的基盤を与えると同時に、自己実現につながる

ものです。そのため、性別にかかわりなく一人ひとりが、その能力を十分に

発揮することができる就業環境を整備することは、人権尊重の視点から極め

て重要であるとともに、ダイバーシティ ＊の推進による社会・経済活動の活

性化という点からも要請されます。

　しかしながら、出産前に仕事をしていた女性の半数以上が第１子の出産を

機に退職し、その多くが出産・育児期に就業を中断することから、女性の年

齢階級別労働力率を表す曲線は、３０歳代を底とするＭ字カーブ ＊を描いて

います。しかも、その雇用形態についてみると、子育て期にあたる年代以降は、

パートタイム労働等の非正規雇用の割合が高くなっており、賃金や管理職等

への登用など就業の場の待遇や機会において男女間の格差も存在しています。

性別を理由とする差別的取扱いやセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・

育児休業等を理由とする不利益取扱い（以下「マタニティハラスメント」と

いう。）等の根絶、男女間の賃金格差の解消等、雇用の分野における男女の

均等な機会及び待遇の確保が課題となっています。

　そのため、継続して就業できる制度・環境の整備や積極的改善措置（ポジ

ティブ・アクション） ＊を促進し、女性の就業継続や再就職の支援及び登用

促進並びに男女の機会と待遇の均等の確保に取り組む必要があります。

　また、非正規雇用は、多様な就業ニーズに応える側面もあるものの、正規

雇用を希望しながら非正規で働く人も少なくありません。女性の雇用者のう

ち非正規雇用者が過半数を占め、その多くは給与水準が低く、女性が貧困に

陥りやすい要因になっていることから、不安定な非正規雇用環境の整備に向

けた取組が必要です。

　なお、経済の長期的低迷やグローバル化の進展等は、男性の雇用環境も不

安定化・悪化させ、中高年失業者の増加や若年層への非正規雇用の拡大、長

時間労働の常態化による心身の健康状態の悪化など人権尊重の視点から看過

できない様々な問題が生じています。この背景にも、一人ひとりの多様な働

き方に中立ではない制度や慣行があり、男女ともに安心して働き、暮らして

いけるための雇用環境の整備が求められています。

　さらに、雇用の分野だけでなく、農林水産業や商工業等の自営業、起業の

男女ともに能力を発揮できる就業環境の整備の促進
（女性活躍推進計画）

　

重点目標 7
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分野においても、男女が均等な機会と待遇の下で能力を発揮できる環境を整

備し、経営への女性の参画を促進する必要があります。

　

〔　男女別年齢階級別労働力率（ 平成 22 年）〔本市、県、全国〕　〕

〔　子どもの出生年別第 1 子出産前後の妻の就業経歴〔全国〕　〕

（資料：総務省「平成 22 年国勢調査」）

（資料：内閣府「平成 27 年版男女共同参画白書」）
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72.0%72.0%

67.0%67.0% 68.3%68.3%
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78.2%78.2%

75.0%
69.3%69.3%

48.9%48.9%

11.2%11.2%

全国 男
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歳
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～
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100

80

60

40

20

10

(%)

昭和60～平成元 平成2～6 7～11 12～16 17～21(子供の出生年)

第１子出産前有職者の
出産後就業状況

就業継続(育休利用) 就業継続(育休なし) 出産退職 妊娠前から無職 不詳

無職62.0％無職62.0％

有職38.0％有職38.0％

61.0％ 60.7％ 61.9％

60.2％

39.0％ 39.3％ 38.1％38.1％ 39.8％39.8％

35.5

37.4

18.318.3

3.13.1

34.6

37.7

16.316.3

8.18.1

3.43.4

32.8

39.3

13.013.0

11.211.2

3.83.8

28.5

40.6

11.911.9

14.814.8

4.14.1

24.1

43.9

9.79.7

17.117.1

5.2

5.75.7

出
産
前
有
職

出
産
前
有
職

70.7％70.7％

( 備考 ) 1. 国立社会保障・人口問題研究所「第 14 回出生動向基本調査 ( 夫婦調査 )」より作成。
2. 第１子が１歳以上 15 歳未満の子を持つ初婚どうし夫婦について集計。
3. 出産前後の就業経歴
就業継続（育休利用）- 妊娠判明時就業～育児休業取得～子供１歳時就業
就業継続（育休なし）- 妊娠判明時就業～育児休業取得なし～子供１歳時就業
出産退職　　　　　　- 妊娠判明時就業～子供１歳時無職
妊娠前から無職　　　- 妊娠判明時無職～子供１歳時無職

重点目標７　男女ともに能力を発揮できる就業環境の整備の促進
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施策の方向 施策の概要

(1)　 雇用の分野における
男女の均等な機会と
待遇の確保

① 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇
の確保及び非正規労働者の雇用環境の整備促
進のための関係法令や諸制度の普及・啓発

②女性の就労問題の把握と情報提供
③雇用に関する各種相談への対応

(2)　 農林水産業・商工業
等自営業の分野にお
ける就業環境の整備
及び女性の経営参画
の促進

① 農林水産業分野における就業環境の整備及び
女性の経営参画の拡大と人材育成

② 商工業等自営業分野における就業環境の整備
及び女性の経営参画の拡大と人材育成

(3)　 女性の能力発揮のた
めの支援

①就業継続や再就職の支援
②職業能力開発等の支援
③起業に対する支援
④新規就業に対する支援

〔　男女別平均所定内給与額と男女間給与比率の推移〔本県、全国〕　〕

（資料：平成 26 年度かごしま男女共同参画の状況）

（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」）
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仕事と生活の調和を図るための環境づくりの促進
（女性活躍推進計画）

　

重点目標 8

【現状と課題】

　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス） ＊は、健康や趣味、学習

といった個人的領域においても、仕事やボランティア活動等地域貢献活動と

いった社会的領域においても、自己実現を可能にするとともに、育児や介護

を含め家庭生活に家族がともに責任を果たし、安心して暮らしていく上でも

重要です。

　また、少子・高齢化や雇用環境の変容、社会経済のグローバル化等が進展

する中で、職場優先の組織風土や長時間労働と性別役割分担を前提とした労

働慣行を見直し、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現を

図ることは、女性の「Ｍ字カーブ ＊問題」の解消や政策・方針決定過程への

参画の拡大を進める上で不可欠であり、経済社会の持続可能な発展や経済活

動の活性化につながるものです。

　しかしながら、市民意識調査で「仕事」「家庭生活」「地域・個人の生活」

の優先度について尋ねたところ、約２割の人が「仕事と家庭生活」をともに

優先しており、男女別にみると男性は「仕事」を女性は「家庭生活」を優先

している人の割合が高い傾向が見られました。

　このため、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向けて、

子育てや介護等に係る家族への支援策との密接な連携を図った取組を、事業

所や地域の団体等とともに着実に進めるとともに、一人ひとりの意識と行動

の改革に働きかける啓発を行っていく必要があります。
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〔　6 歳未満児のいる夫婦の夫の家事、育児時間（ 1 日あたり）　〕

（資料：内閣府「平成 27 年版男女共同参画白書」）

家事関連時間全体 うち育児の時間

0 1 2 3 4 (時間)

日本

米国

英国

フランス

ドイツ

スウェーデン

ノルウェー

1：07
0：39

2：58
1：17

2：46
1：00

2：30
0：40

3：00
0：59

3：21
1：07

3：12
1：13

( 備考 ) 1.Eurostat“How Europeans Spend Their Time Everyday Life of Women and Men”(2004)、
　Bureau of Labor Statistics of the U.S. “American Time Use Survey”(2013) 及び総務省「社会生活
基本調査」( 平成 23 年 ) より作成。
2. 日本の数値は、「夫婦と子供の世帯」に限定した夫の一日当たりの「家事」、「介護・看護」、「育児」及び「買
い物」の合計時間 ( 週全体平均 ) である。

23.0%
18.8%18.8%

26.4%

18.3%
12.4%12.4%

23.1%

16.3%
18.3%

14.7%

16.1%
24.8%

9.2%

11.8%
7.3%7.3%

15.4%

7.8%
5.1%

4.5%
4.6%
4.4%

3.7%
6.0%

1.8%

6.3%

全体(491人)
男性(218人)
女性(273人)

〔　仕事・家庭生活、地域・個人の生活の優先度について　〕

( 平成 26 年度男女共同参画市民意識調査 )

「仕事」と「家庭生活」をともに優先

「家庭生活」を優先

「仕事」と「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先

「仕事」を優先

「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先

「仕事」と「地域・個人の生活」をともに優先

わからない

「地域・個人の生活」を優先
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施策の方向 施策の概要

(1)　 仕事と生活の調和を
図るための社会的気
運の醸成と環境整備

①仕事と生活の調和に関する意識啓発の推進
② 就業の場における仕事と家庭の両立支援の取

組の促進
③ 仕事と子育てや介護との両立のための制度等

の普及、定着促進

(2)　 多様なライフスタイ
ルに対応した子育て
や介護の支援

① 多様化するニーズに対応した保育・介護サー
ビスの充実

②子育て支援拠点施設等の整備
③ 地域住民等の力を活用した子育て・介護環境

の整備
④子育て・介護のための生活環境の整備

　

〔　介護・看護を理由に離職・転職した人数　〕

（資料：内閣府「平成 27 年版男女共同参画白書」）

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

(万人)

平成17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

女性 男性

(年)

12

2

14

3

11

2

13

1

12

3

12

3

11

3

12

3

12

3

12

3

( 備考 ) 1. 総務省「労働力調査 ( 詳細集計 )」より作成。
2. 前職が非農林業雇用者で過去 3 年間の離職者のうち、現在、就業している者を除く。
3. 平成 23 年の数値は、岩手県、宮城県及び福島県を除く。

重点目標８　仕事と生活の調和を図るための環境づくりの促進
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【現状と課題】

　人々にとって家庭とともに最も身近な暮らしの場である「地域」は、少子

高齢化・過疎化の進行、地域社会を取り巻く社会経済情勢の変化に伴う雇用

環境の悪化や商店街の衰退、一次産業の担い手不足、経済的困窮や社会的孤

立の状態にある生活に困難を抱える人の増加、家庭における育児・介護の困

難や暴力・虐待の発生、犯罪や災害の危険など、多くの課題を抱えています。

　これら多様化・複雑化する地域課題の解決に、行政のみが公共サービスを

提供して対応する在り方から、地域の多様な主体との協働により「新しい公

共＊」を担う在り方が求められています。

　「人と地域が躍動し安心と活力のあるまち薩摩川内」を目指す本市におい

ては、市民一人ひとりのより豊かで活力に満ちた暮らしづくりを支えるため

に、地区コミュニティ協議会、自治会等地域コミュニティにおける組織等が、

市と協働して、「公助」のみでは担いきれない地域課題の解決に向けた様々

な地域づくり活動を積極的に展開しています。

　これらの活動が確かな地域力の向上と持続可能な地域社会の実現につなが

るためには、人権尊重と男女平等を基盤とする男女共同参画の視点を通し、

性別や年齢、障害の有無等を超えて、様々な立場を生きる人々が共に生きて

いくことを支える男女共同参画社会の実現に向けた取組が不可欠です。しか

しながら、その認識は未だ十分浸透しておらず、地域課題の解決を困難にし

ています。

　また、地区コミュニティ協議会や自治会等地域コミュニティにおける組織

が世帯単位の慣行や性別による固定的な役割分担意識に基づき運営されると、

住民の家族形態やライフスタイルの多様化等に伴う地域社会の変容への対応

が困難になり、若い世代や単身者等の地域との関わりが希薄化するだけでな

く、地域コミュニティ活動への参加の機会を阻む要因ともなります。

　このようなことから、男女共同参画意識や地域コミュニティ意識の醸成を

図るとともに、地域課題の解決に向けた実践活動を行う人材や団体の育成・

支援を行い、男女共同参画の視点に立った地域づくり活動を推進する必要が

あります。

男女共同参画の視点に立った地域づくり活動の推進

　

重点目標 9
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施策の方向 施策の概要

(1)　 地域における男女共同
参画推進の基盤づくり

①男女共同参画推進体制の充実
②男女共同参画の推進役となる人材の育成・支援
③ 自治会、地区コミュニティ協議会、NPO＊等と

の連携・協働

(2)　 男女共同参画の視点に
立った地域コミュニテ
ィ活動等様々な地域づ
くり活動の推進

① 地域づくり活動における男女共同参画の視点の
導入と女性の参画拡大

② 男女共同参画の視点に立った高齢男女の社会参
加の促進

③ 男女共同参画の視点に立った安全・安心なまち
づくりの推進

④ 男女共同参画の視点に立った観光、国際交流、
環境等分野の取組の推進

　

重点目標９　男女共同参画の視点に立った地域づくり活動の推進
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【現状と課題】

　災害は、地震、津波、風水害等の自然現象（自然要因）とそれを受け止め

る側の社会の在り方（社会要因）により、その被害の大きさが決まってくる

と考えられています。性別、年齢や障害の有無等、様々な社会的立場によっ

て災害から受ける影響は異なることから、社会要因による災害時の困難を最

小限にする取組が重要となります。

　平常時における固定的な性別役割分担意識を反映して、災害時には、増大

する家事、子育て、介護等の家庭的責任が女性に集中することなどの問題が

明らかになっています。東日本大震災においては、様々な意思決定過程への

女性の参画が十分に確保されず、男女のニーズの違い等に配慮されないなど

の課題が生じました。災害時には、平常時における社会の課題が一層顕著に

なって現れるため、平常時からの男女共同参画社会の実現が、防災・復興を

円滑に進める基盤となります。

　災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害時の被害を最

小化し、被害の迅速な回復を図る「減災」の考え方を防災の基本理念とし、

予防、応急、復旧・復興等のすべての局面において、女性が重要な役割を果

たしていることを認識するとともに、防災・復興に係る意思決定の場に女性

が参画し、リーダーとして活躍することを推進する必要があります。

　また、女性と男性では災害から受ける影響に違いが生じることに配慮し、

男女共同参画の視点から、事前の備え、避難所運営、被災者支援等を実施す

る必要があります。

施策の方向 施策の概要

(1)　 防災分野における女
性の参画拡大など男
女共同参画の推進

① 防災に関する政策・方針決定過程への女性の
参画の拡大

②防災の現場における女性の参画の拡大
③防災施策への男女共同参画の視点の導入

(2)　 復興における男女共
同参画の推進

① 復興に関する施策・方針決定過程への女性の
参画拡大

②復興施策への男女共同参画の視点の導入

男女共同参画の視点に立った防災・復興体制の確立

　

重点目標 10
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　本計画の基本理念に基づく目標を達成していくために、国・県その他の関係行政機

関などとの連携を深め、市民、事業者と一体となって男女共同参画社会の実現に向け

た施策を総合的かつ効果的に推進します。

　　 市民・男女共同参画地域推進員・市民団体・事業所・行政の連携と協働
　　 　男女共同参画社会の実現に向けて、市民をはじめ男女共同参画地域推進員、市

民団体、事業者などとの連携・協働体制を強化し、地域社会と一体となった取組

を進めます。

　　 国・県・他市町村・関係機関等との連携
　　　国、県、他市町村、関係機関等との連携による取組を進めます。

　　 男女共同参画審議会の機能発揮
　　 　学識経験者、各種団体等の代表者及び一般公募による市民の代表者から構成さ

れる「薩摩川内市男女共同参画審議会」において、基本計画の策定、市の施策の

実施状況など男女共同参画の推進に関する基本的事項についての調査審議を行い、

その結果を積極的に施策に反映します。

　　 庁内推進体制の充実及び施策の進行管理の徹底
　　 　男女共同参画の推進に関する施策について、計画的かつ効率的に取り組むため

薩摩川内市男女共同参画推進検討会において、関係部局間及び関係機関との連絡

調整を行い、施策の推進に必要な調査審議を行います。

　　 　また、計画に基づく関連施策の実施に当たって、「男女共同参画の視点」が確

実に反映されるよう施策の進行管理を徹底します。その実施状況について、年次

報告書を作成し公表します。
　　　　　

　　 計画の評価及び施策への確実な反映
　　 　計画に基づいた関連施策の実施状況について、総合的な評価の仕組みを確立し、

その評価結果を施策に確実に反映させます。

1

2

3

4

5

第４章　計画の推進体制
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薩摩川内市男女共同参画基本計画推進体制

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
課

関
係
各
課
・
機
関

男女共同参画社会基本法
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

薩摩川内市男女共同参画基本条例

第2次薩摩川内市男女共同参画基本計画

薩摩川内市男女共同参画審議会

構成：学識経験者、各団体機関の代表、
一般公募など１６人以内

諮問提言・答申

連携

協働

市　　　長

薩
摩
川
内
市
男
女
共
同

参
画
推
進
検
討
会　
　

市民

事業者

市民団体連携・恊働

県地域
推進員

国・県・他
市町村・
関係機関
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○関連施策・事業の数値目標等

重点
目標 事 業 名 指 標

現 況 目 標 値
所 管 課

数 値 年度 数 値 年度

1 男女共同参画社会の実現に
向けた体制強化 ※4

各種団体や協議
会等への女性の
参画が進んでい
ると感じている
市民の割合

58.0％ 26 73.0％ 31 コミュニティ課

2 人権教育・啓発の推進、相
談体制の充実 ※4

１人ひとりの人
権が尊重されて
いると感じてい
る市民の割合

75.0％ 26 80.0％ 31 コミュニティ課

3

特定健康診査の受診率
（国民健康保険分） ※2 受診率 53.2％ 25 60.0％ 29 保険年金課

子宮がん検診受診率
（２０～６９歳女性） ※3 受診率 39.2％ 26 50.0％ 37 市民健康課

乳がん検診受診率
（４０～６９歳女性） ※3 受診率 43.6％ 26 50.0％ 37 市民健康課

6

各種審議会等への女性登用
率 女性委員の割合 22.3％ 26 40.0％ 37 コミュニ ティ課

市職員の管理的地位にある
職員に占める女性割合 ※5 女性割合 10.0％ 26 増えている 32 総務課

市職員のうち男性の育児休
業取得率 ※5 男性の取得率 0％ 26 5％ 31 総務課

各年度における採用者の女
性割合 ※5 女性の割合 25％ 26 30％超 32 総務課

7

女性農業経営士数 経営士数 13人 26 15人 37 農政課

女性認定農業者数 経営体数 8経営体 26 10経営体 37 農政課

家族経営協定締結数 経営体数 27経営体 26 32経営体 37 農政課

8

延長保育促進事業 ※1 設置個所数 29箇所 26 37箇所 31 子育て支援課

子育て支援短期利用事業
（トワイライトステイ事業） ※1 設置個所数 ３箇所 26 5箇所 31 子育て支援課

病児保育事業 ※1 利用者数 1381人 26 1500人 31 子育て支援課

放課後児童健全育成事業 
※1 設置個所数 17箇所 26 23箇所 31 子育て支援課

地域子育て支援拠点事業 
※1 設置個所数 ５箇所 26 10箇所 31 子育て支援課

一時預かり事業 ※1 設置個所数 18箇所 26 31箇所 31 子育て支援課

子育て支援短期利用事業
（ショートステイ事業） ※1 設置個所数 ５箇所 26 ５箇所 31 子育て支援課

ファミリー・サポート・
センター事業 ※1 会員数 546人 26 600人 31 子育て支援課

9 県男女共同参画地域推進員 委嘱者数 ４人 26 10人 37 コミュニティ課

※１　薩摩川内市子ども・子育て支援事業計画
※２　第２期薩摩川内市特定健康診査等実施計画
※３　薩摩川内市健康づくり計画（第２次）
※４　薩摩川内市総合計画
※５　薩摩川内市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画
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１　用　語　解　説

２　関　係　法　令

・薩摩川内市男女共同参画基本条例
・鹿児島県男女共同参画推進条例
・男女共同参画社会基本法
・女性の職業生活における活躍の推進に
  関する法律
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１．用 語 解 説

　●新しい公共
　 　従来は官が独占していた領域を「公（おおやけ）」に開いたり、官だけでは実施でき

なかった領域を官民協働で担ったりするなど、市民、ＮＰＯ＊、企業等が公的な財やサ
ービスの提供に関わっていくという考え方。「新しい公共」がめざす社会は、国民の多
様なニーズにきめ細かく応えるサービスが、市民、ＮＰＯ、企業等によりムダのない形
で提供され、また、一人ひとりの居場所と出番があり、人に役立つ幸せを大切にする社
会

　●ＮＰＯ（Non Profit Organization）
　 　行政・企業とは別に社会的活動を行う民間非営利組織。福祉、まちづくり、環境など

様々な分野で活動を行っている。

　●Ｍ字カーブ
　 　日本の女性の労働力率を年齢階級別にグラフ化したとき、30歳代を谷とし、20歳代

後半と40歳代後半が山となるアルファベットのＭのような形になることをいう。これは、
結婚や出産を機に労働市場から退出する女性が多く、子育てが一段落すると再び労働市
場に参入するという特徴があるためである。

　 　なお、国際的にみると、アメリカやスウェーデン等の欧米先進諸国では、子育て期に
おける就業率の低下はみられない。

　●エンパワメント
　 　誰もが生まれながらに持っている本来の個性や力を十分発揮できるよう社会の在り方

を変えることを前提として、社会的制約や様々な抑圧によって発揮されていなかった自
分の力への信頼と尊厳を回復すること。

　 　一方、「エンパワーメント」とは、力をつけること。また、自ら主体的に行動するこ
とによって状況を変えていこうとする考え方のこと。

　●キャリア教育
　 　一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを

通して、キャリア発達を促す教育。なお、キャリアとは、人が、生涯の中で様々な役割
を果たす過程で、自らの役割の価値や自分の役割との関係を見いだしていく連なりや積
み重ね。
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　●固定的性別役割分担意識
　 　男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにも関わら

ず、「男は仕事、女は家庭」、「男性は主要な業務、女性は補助的業務」等のように、
男性、女性という性別を理由として、役割を固定的に分ける考え方のこと。

　● 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（男女雇用機会
均等法）

　 　雇用における男女の均等な機会と待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関
して妊娠中及び出産後の健康の確保を図るための措置を推進するために制定された法律
（昭和６１年4月1日施行）

　●ジェンダー
　 　「社会的・文化的に形成された性別」のこと。人間には生まれついての生物学的性別

（セックス／sex）がある。一方、社会通念や慣習の中には、社会によって作り上げら
れた「男性像」、「女性像」があり、このような男性、女性の別を「社会的・文化的に
形成された性別」（ジェンダー／gender）という。「社会的・文化的に形成された性
別」は、それ自体に良い、悪いの価値を含むものではなく、国際的にも使われている。

　●ジェンダー統計（男女別等統計）
　 　男女間の意識による偏り、格差及び差別の現状並びにその要因や現状が生み出す影響

を客観的に把握するための統計のこと。

　●女子差別撤廃条約
　 　正式には「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」という。昭和 54

年（1979 年）に国連総会で我が国を含む 130 か国の賛成によって採択され、昭和 60
年（1985 年）に批准。女子に対するあらゆる差別を撤廃することを基本理念とし、具
体的には、女子に対する差別を定義し、政治的及び公的活動、教育、雇用、保健、家族
関係等あらゆる分野での男女の平等を規定する。

　 　なお、同条約第１条において、「この条約の適用上、「女子に対する差別」とは、性に
基づく区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他
いかなる分野においても、女子（婚姻をしているかいないかを問わない。）が男女の平等
を基礎として人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを害し又は無効に
する効果又は目的を有するものをいう。」と規定されている。
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　●人身取引
　 　搾取の目的で、暴力その他の形態の強制力による脅迫若しくはその行使、誘拐、詐欺、

欺もう（詐欺的行為で相手を錯覚に陥らせること）、権力の乱用若しくはぜい弱な立場
に乗ずること又は他の者を支配下に置く者の同意を得る目的で行われる金銭若しくは利
益の授受の手段を用いて、人を獲得し、輸送し、引き渡し、蔵匿（隠匿）し、又は収受
することをいう。搾取には、少なくとも、他の者を売春させて搾取することその他の形
態での性的搾取、強制的な労働若しくは役務の提供、奴隷化若しくはこれに類する行為、
隷属又は臓器の摘出を含める。（人身取引議定書）

　●性的指向
　 　性的指向とは、人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするかを表すものであり、具

体的には、恋愛・性愛の対象が異性に向かう異性愛、同姓に向かう同性愛、男女両方に
向かう両性愛を指す。

　●セクシュアル・ハラスメント
　 　継続的な人間関係において、優位な力関係を背景に、相手の意思に反して行われる性

的な言動。単に雇用関係にある者の間のみならず、施設における職員とその利用者との
間や団体における構成員間など、様々な生活の場で起こり得るものである。

　●積極的改善措置（ポジティブ・アクション）
　 　男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野におけ

る活動に参画する機会に係る男女間の格差を改善するため、必要な範囲において、男女
のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供すること。

　●ダイバーシティ
　  　「多様性」のこと。
　 　性別や国籍、年齢等に関わりなく、多様な個性が力を発揮し、共存できる社会のこと

をダイバーシティ社会という。

　●男女共同参画社会
　 　男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野におけ

る活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文
化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会。
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　●配偶者等からの暴力（ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）、デートＤＶ）
　 　婚姻しているかいないかにかかわらず、親密な関係にある夫婦や恋人間で行われる暴

力のこと。一般的には男性から女性への暴力のこと。暴力とは、殴る・蹴るなどの身体
的暴力だけでなく、言葉などによる精神的暴力、行動の束縛や性的暴力など様々な形態
がある。なお、「配偶者暴力防止法＊」における「配偶者からの暴力」は配偶者（事実
婚、元配偶者も含む。）からの身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を
及ぼす言動をいう。

　●配偶者暴力防止法（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律）
　 　配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律（平成１３年１０月１３日
施行）

　●メディア・リテラシー
　 　メディアの情報を主体的に読み解く能力、メディアにアクセスし、活用する能力、メ

ディアを通じコミュニケーションする能力の３つを構成要素とする複合的な能力のこと。

　●リプロダクティブ・ヘルス／ライツ
　 　リプロダクティブ・ヘルス（性と生殖に関する健康）とは、平成 6 年（1994 年）の

国際人口／開発会議の「行動計画」及び平成 7 年（1995 年）の第 4 回世界女性会議の
「北京宣言及び行動綱領」において、単に疾病、障害がないというばかりでなく、身体的、
精神的、社会的に完全に良好な状態にあることを指す」とされている。

　 　また、リプロダクティブ・ライツ（性と生殖に関する権利）は、「全てのカップルと
個人が自分たちの子どもの数、出産間隔、並びに出産する時を責任をもって自由に決定
でき、そのための情報と手段を得ることができるという基本的権利、並びに最高水準の
性に関する健康及びリプロダクティブ・ヘルスを得る権利」とされている。

　 　なお、妊娠中絶については、「望まない妊娠の防止は常に最優先課題とし、妊娠中絶
に必要性をなくすためにあらゆる努力がなされなければならない。」とされている。

　 　定義の詳細については、第4回世界女性会議行動綱領(1995)のパラグラフ９４、９５、
１０６(Ｋ)を参照。

　url:http://www.gender.go.jp/international/int_norm/int_4th_kodo/index.html

　●ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）
　 　誰もが、仕事、家庭生活、地域活動、個人の自己啓発など、様々な活動を、人生の段

階に応じて自分の希望するバランスで実現できる状態のこと。
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２．関 係 法 令

薩摩川内市男女共同参画基本条例
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公布：平成１６年１２月２７日条例第３１０号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改正：平成１９年　３月２８日条例第１５号

目次
　前文
　第１章　総則（第１条～第９条）
　第２章　男女共同参画の推進に関する基本的施策（第１０条～第１８条）
　第３章　薩摩川内市男女共同参画専門委員（第１９条～第２２条）
　第４章　薩摩川内市男女共同参画審議会（第２３条～第２９条）
　第５章　雑則（第３０条）
　附則

　すべて人は、性別にかかわりなく、人として平等な存在であり、個人として尊重される存在である。
　しかしながら、性別による固定的な役割分担意識や、これに基づく社会通念や慣行が、依然、根強く残っており、なお
一層の改善の努力が必要とされている。
　新たな世紀を迎え、少子高齢化、情報化、国際化の進展、地方分権の推進など社会経済情勢の急速な変化に対応し、男
女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することがで
きる男女共同参画社会の実現が、緊急かつ重要な課題となっている。
　ここに、市、事業者及び市民との協働により、さらには近隣市町との広域的な連携を図りながら、男女共同参画社会を
総合的かつ計画的に実現するため、この条例を制定する。

　　　第１章　総則
　（目的）
第１条　この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに
　 市の基本的施策について必要な事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進すること

を目的とする。
　（定義）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
　⑴ 　男女共同参画　男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画

する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共
に責任を担うことをいう。

　⑵ 　積極的改善措置　前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか
一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

　⑶ 　セクシュアル・ハラスメント　性的な言動により相手方の生活環境を害し、又は性的な言動に対する相手方の対応
によって不利益を与えることをいう。

　⑷　事業者　営利、非営利等の別にかかわらず、市内において事業活動を行うすべての個人、法人及び団体をいう。
　（基本理念）
第３条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。
　⑴ 　男女の個人としての尊厳が重んじられること、男女が直接的であるか間接的であるかを問わず性別による差別的取

扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されること。
　⑵ 　社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等に基づき、男女の社会における活動の自由な選択に

対して影響を及ぼすことのないように配慮されること。
　⑶ 　男女が、社会の対等な構成員として、市における施策又は事業者における方針の立案及び決定に共同して参画する

機会が確保されること。
　⑷ 　家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動及

びその他の全ての活動に対等に参画することができるようにすること。
　⑸ 　男女が、互いの身体的特徴及び性に関する理解を深めるとともに、性に関する個人の意思が尊重され、生涯にわた

る健康の保持が図られること。
　⑹ 　国際社会における取組みと密接な関係を有していることを考慮して行われること。
　（市の責務）
第 ４条　市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策を総

合的に策定し、及び実施する責務を有する。
２　市は、男女共同参画の推進に当たり、国、県及び広域市町村圏、事業者並びに市民と協働して取り組むものとする。
３　市は、必要な場合は積極的改善措置を講ずるよう努めなければならない。
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　（事業者の責務）
第 ５条　事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、男女が共同して参画することができる体制

の整備に積極的に取り組むとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければなら
ない。

　（市民の責務）
第 ６条　市民は、基本理念にのっとり、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野に自ら積極的に参画すると

ともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
　（教育の推進）
第 ７条　学校教育その他のあらゆる教育に携わる者は、男女共同参画の推進に果たす教育の重要性に鑑み、個々の教育本

来の目的を実現する過程において、基本理念に配慮した教育を行うよう努めなければならない。
　（阻害行為の禁止）
第 ８条　何人も、家庭、職場、学校、地域その他のあらゆる場において、性別による差別的取扱いや、セクシュアル・ハ

ラスメントを行ってはならない。
２　何人も、身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為は、配偶者等に対しても、これを行ってはならない。
　（情報表示に関する留意）
第 ９条　何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担又はセクシュアル・ハラスメント若しくは

男女間における暴力的行為を助長し、又は連想させる表現及び過度の性的な表現を行わないよう努めなければならない。

　　　第２章　男女共同参画の推進に関する基本的施策
　（基本計画）
第 １０条　市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画の推進に関する

基本的な計画（以下「基本計画」という。）を策定するものとする。
２ 　市長は、基本計画を策定するに当たっては、市民の意見を聴くとともに、第２３条に規定する薩摩川内市男女共同参

画審議会に諮問しなければならない。
３　市長は、基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。
４　前２項の規定は、基本計画の変更について準用する。
　（推進体制の整備）
第 １１条　市は、男女共同参画の推進に関する施策について、総合的かつ計画的に取り組むための組織の構築及び充実に

努めるものとする。
　（施策の策定における配慮）
第 １２条　市は、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同

参画の推進に配慮しなければならない。
　（事業者及び市民の理解への措置）
第 １３条　市は、広報活動等を通じて、基本理念に関する事業者及び市民の理解を深めるよう適切な措置を講じるものと

する。
　（市民に対する支援）
第 １４条　市は、事業者及び市民が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措

置を講じるものとする。
　（相談等の対応）
第 １５条　市は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進を阻害する要因に基づく人権の侵害に関する市民

の相談に対応するものとし、その対応については、関係機関等と連携を図り、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
　（積極的改善措置）
第 １６条　市は、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野における活動について、男女間に参画する機会の

格差が生じている場合、事業者及び市民と協力し、積極的改善措置が講じられるよう努めるものとする。
２ 　市は、審議会等における委員を委嘱する場合にあっては、その委員の男女のいずれか一方が、委員総数の１０分の４

未満とならないよう配慮するものとする｡
　（情報の収集及び分析）
第 １７条　市は、男女共同参画の推進に関する施策を効果的に実施するため、必要な情報の収集及び分析を行うものとする。
　（年次報告）
第 １８条　市長は、男女共同参画の推進状況及び男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を明らかにする年次報告書

を作成し、これを公表するものとする。

　　　第３章　薩摩川内市男女共同参画専門委員
　（設置等）
第 １９条　市長は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策若しくは男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認めら

れる施策についての苦情又は男女共同参画の推進を阻害する要因によって人権が侵害された場合の事案について、市民
からの申出を適切かつ迅速に処理するため、薩摩川内市男女共同参画専門委員（以下「専門委員」という。）を置く。

２ 　市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策若しくは男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施
策について苦情がある場合、又は男女共同参画の推進を阻害する要因によって人権が侵害された場合には、専門委員に
申し出ることができる。
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　（専門委員の職務等）
第 ２０条　専門委員は、前条第２項の規定に基づく申出があった場合において、必要に応じて、その内容を調査し、是正

等の措置を講ずるよう当該関係者に要請し、勧告し、又は関係機関に引き継ぐことができる。
２ 　前項の勧告等が行われた場合において、当該関係者に改善がみられない場合、事情を聴取した上で、正当な理由がな

いと認められるときは、その旨を市長に対して報告するものとする。
　（定数等）
第 ２１条　専門委員の定数は、２人とし、人格が高潔で、男女共同参画の推進に関し優れた識見を有する者のうちから市

長が委嘱する。
２　専門委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。
３　補欠の専門委員の任期は、前任者の残任期間とする。
　（責務）
第２２条　専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

　　　第４章　薩摩川内市男女共同参画審議会
　（設置）
第 ２３条　男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進する上で必要な事項を審議するため、薩摩川内市

男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）を置く。
　（所掌事項）
第 ２４条　審議会は、市長の諮問に応じ、基本計画に関する事項、その他男女共同参画の推進に関する重要事項を審議する。
２ 　審議会は、男女共同参画の推進に関する重要事項について調査研究し、その成果に基づいて、市長に意見を述べ、又

は提言することができる。
　（組織）
第２５条　審議会は、委員１６人以内をもって組織する。
２ 　委員は、男女共同参画の推進に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。この場合において、市長は、委員の

一部を公募により選出するよう努めるものとする。
３　前項に規定する委員の男女いずれか一方が、委員の総数の１０分の４未満であってはならない。
　（任期）
第２６条　委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。
２　補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
　（会長及び副会長）
第２７条　審議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選により定める。
２　会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
　（会議）
第２８条　審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。
２　会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
３　会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
　（庶務）
第２９条　審議会の庶務は、企画政策部コミュニティ課において処理する。

　　　第５章　雑則
　（委任）
第３０条　この条例に定めるもののほか、男女共同参画の推進に関し必要な事項は、市長が別に定める。

　　附　則
　（施行期日）
　１ 　この条例は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。
　　（薩摩川内市報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正）
　２　薩摩川内市報酬及び費用弁償等に関する条例（平成 16 年薩摩川内市条例第 52 号）の一部を次のように改正する。
　　〔次のよう〕略
　　附　則（平成 19 年 3 月 28 日条例第 15 号）
　　　この条例は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。
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鹿児島県男女共同参画推進条例
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１３年１２月２１日公布
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１３年鹿児島県条例第５６号

目次
　前文
　第 1 章　総則（第 1 条―第 8 条）
　第 2 章　男女共同参画を阻害する行為の禁止（第 9 条）
　第 3 章　男女共同参画の推進に関する基本的施策（第 10 条―第 16 条）
　第 4 章　鹿児島県男女共同参画審議会（第 17 条―第 24 条）
　附則

　すべての人々が、その人権を尊重され、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる社会を築
くことは、私たちの願いである。そして、その社会こそが、男女が対等な構成員として、自らの意志によって社会のあら
ゆる分野における活動に参画し、喜びと責任を分かち合うことができる男女共同参画社会である。
　鹿児島県では、これまでも、その時代の要請に応じて、男女平等の実現に向けた様々な取組を行ってきたが、依然とし
て性別による固定的な役割分担意識やこれに基づく制度と慣行が根強く残っており、なお一層の努力が必要とされている。
　また、少子高齢化の進展、家族形態の多様化、地域社会の変化等の社会経済情勢の変化に対応していくためにも、男女
共同参画社会の実現は緊急かつ重要な課題となっている。
　ここに、私たちは、男女共同参画社会の実現を目指して、県、事業者、県民及び市町村が一体となって男女共同参画の
推進に取り組むことを決意し、この条例を制定する。

　　　第１章　総則
　（目的）
第 １条　この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、県、事業者及び県民の責務を明らかにし、並びに男

女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、も
って男女共同参画社会の実現に寄与することを目的とする。

　（定義）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
　⑴ 　男女共同参画　男女が、社会の対等な構成員として、自らの意志によって社会のあらゆる分野における活動に参画

する機会が確保されることにより、男女が当該活動に参画し、かつ、共に責任を担うことをいう。
　⑵ 　積極的改善措置　前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか

一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
　⑶ 　セクシュアル・ハラスメント　性的な言動により当該言動を受けた者の生活環境を害する行為又は性的な言動を受

けた者の対応によりその者に不利益を与える行為をいう。
　（基本理念）
第 ３条　男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けな

いこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行
われなければならない。

２ 　男女共同参画の推進に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女
の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画を阻害する要因となるおそれが
あることを考慮して、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中
立なものとするように配慮されなければならない。

３ 　男女共同参画の推進は、男女が、社会の対等な構成員として、県における政策又は民間の団体（事業者を含む。以下
同じ。）における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。

４ 　男女共同参画の推進は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家
庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができる
ようにすることを旨として、行われなければならない。

５ 　男女共同参画の推進が国際社会における取組と密接な関係を有していることを考慮して、男女共同参画の推進は、国
際的協調の下に行われなければならない。

　（県の責務）
第 ４条　県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策（積

極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
２　県は、前項の施策の実施に当たっては、事業者、県民及び市町村と連携を図るものとする。
　（事業者の責務）
第 ５条　事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に努めなければならない。
２　事業者は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
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　（県民の責務）
第 ６条　県民は、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画の

推進に努めなければならない。
２　県民は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
　（市町村への要請及び支援）
第 ７条　県は、市町村に対し、その区域の特性に応じた男女共同参画の推進に関する施策を策定し、及び実施すること並

びに県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力することを求めるものとする。
２ 　県は、市町村が実施する男女共同参画の推進に関する施策について、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努め

るものとする。
　（年次報告）
第 ８条　知事は、毎年、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を明らかにする報告書を作成し、及び公表するもの

とする。

　　　第２章　男女共同参画を阻害する行為の禁止
第９条　何人も、次に掲げる男女共同参画を阻害する行為を行ってはならない。
　⑴ 　家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野における性別による差別的取扱い
　⑵ 　家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野におけるセクシュアル・ハラスメント
　⑶ 　配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）に対する暴力行為（精神的

苦痛を著しく与える行為を含む。）

　　　第３章　男女共同参画の推進に関する基本的施策
　（基本計画）
第１０条　知事は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画の推進に関する
　基本的な計画（以下「基本計画」という。）を定めなければならない。
２　基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
　⑴ 　総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画の推進に関する施策の大綱
　⑵ 　前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
３　知事は、基本計画を定めようとするときは、鹿児島県男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。
４　知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
５　前２項の規定は、基本計画の変更について準用する。
　（施策の策定等に当たっての配慮）
第 １１条　県は、男女共同参画に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画に

配慮しなければならない。
２　県は、前項の施策を策定し、及び実施するに当たっては、県民の意見を反映させるよう努めるものとする。
　（県民の理解を深めるための措置）
第 １２条　県は、広報活動等を通じて基本理念に関する県民の理解を深めるよう適切な措置を講ずるとともに、男女共同

参画の推進に関する教育及び学習の充実に努めるものとする。
　（調査研究）
第１３条　県は、男女共同参画の推進に関する施策の策定に必要な調査研究を行うよう努めるものとする。
　（県民等に対する支援）
第 １４条　県は、県民及び民間の団体が男女共同参画の推進に関して行う活動を促進するため、情報の提供その他の必要

な支援を行うよう努めるものとする。
　（県民等の申出）
第 １５条　県は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画に影響を及ぼすと認められる施策につ

いての県民及び民間の団体からの申出があったときは、適切に処理するよう努めるものとする。
２ 　県は、第９条に規定する行為その他の男女共同参画を阻害する行為に関する県民及び民間の団体からの申出があった

ときは、関係機関と協力して適切に処理するよう努めるものとする。
　（男女共同参画週間）
第 １６条　県民の間に広く男女共同参画についての関心と理解を深めるとともに、積極的に男女共同参画の推進に関する

活動を行う意欲を高めるため、男女共同参画週間を設ける。
２　男女共同参画週間は、毎年７月２５日から同月３１日までとする。
３　県は、男女共同参画週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。
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　　　第４章　鹿児島県男女共同参画審議会
　（審議会）
第 １７条　男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進に資するため、鹿児島県男女共同参画審議会（以

下「審議会」という。）を設置する。
２　審議会は、次に掲げる事務を行う。
　⑴ 　基本計画に関し、第 10 条第３項に規定する事項を処理すること。
　⑵　知事の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な政策又は重要事項を調査審議すること。
３ 　審議会は、前項に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、知事に対し、意見を述べることが

できる。
　（組織）
第 １８条　審議会は、男女共同参画に関する識見を有する者のうちから知事が任命する委員 20 人以内をもって組織する。
２　男女いずれか一方の委員の数は、委員の総数の 10 分の４未満であってはならない。
　（委員の任期）
第１９条　委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
２　委員は、再任されることができる。
　（会長及び副会長）
第２０条　審議会に、会長及び副会長１人を置き、委員の互選によってこれを定める。
２　会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
　（会議）
第２１条　審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。
２　会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
３　会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
４　会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
　（専門部会）
第２２条　審議会は、専門の事項を調査するため必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。
２　専門部会の委員は、審議会の委員のうちから会長が選任する。
　（庶務）
第２３条　審議会の庶務は、総務部県民生活局において処理する。
　（委任）
第２４条　この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

　　　附　則
１　この条例は、平成１４年１月１日から施行する。
２ 　この条例の施行の際現に定められている男女共同参画の推進に関する県の基本的な計画であって、男女共同参画の推

進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るためのものは、この条例の規定により定められた基本計画とみなす。

　　　附　則　（平成２１年３月２７日条例第１４号）　抄
　（施行期日）
１　この条例は、平成２１年４月１日から施行する。
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男女共同参画社会基本法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１１年６月２３日公布
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１１年法律第７８号

目次
　前文
　第１章　総則（第１条―第１２条）
　第２章　男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第１３条―第２０条）
　第３章　男女共同参画会議（第２１条―第２８条）
　附則

　我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際
社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされている。
　一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、
互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男
女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。
　このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を２１世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社会
のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。
　ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団
体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。

　　　第１章　総則
　（目的）
第 １条　この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現するこ

との緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を
明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同
参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

　（定義）
第２条　この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
　一 　男女共同参画社会の形成　男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における

活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、
かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。

　二 　積極的改善措置　前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか
一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

　（男女の人権の尊重）
第 ３条　男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受

けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、
行われなければならない。

　（社会における制度又は慣行についての配慮）
第 ４条　男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映し

て、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する
要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす
影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。

　（政策等の立案及び決定への共同参画）
第 ５条　男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体における政策又は民

間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。
　（家庭生活における活動と他の活動の両立）
第 ６条　男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護そ

の他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うこと
ができるようにすることを旨として、行われなければならない。

　（国際的協調）
第 ７条　男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女共同参

画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。
　（国の責務）
第 ８条　国は、第３条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念（以下「基本理念」という。）

にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、
及び実施する責務を有する。
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　（地方公共団体の責務）
第 ９条　地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成についての促進に関し、国の施策に準じた施策

及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
　（国民の責務）
第 １０条　国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画

社会の形成に寄与するように努めなければならない。
　（法制上の措置等）
第 １１条　政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の

措置を講じなければならない。
　（年次報告等）
第 １２条　政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の促進に関する施

策についての報告を提出しなければならない。
２ 　政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。

　　　第２章　男女共同参画社会の形成の促進に関する基本施策
　（男女共同参画基本計画）
第 １３条　政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画社

会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計画」という。）を定めなければならない。
２　男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
　⑴ 　総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱
　⑵ 　前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要

な事項
３ 　内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなけれ

ばならない。
４ 　内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しなければ

ならない。
５　前２項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。
　（都道府県男女共同参画計画等）
第 １４条　都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画計画」という。）を定めなければならない。
２　都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
　⑴ 　都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱
　⑵ 　前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画

的に推進するために必要な事項
３ 　市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」という。）を定めるよう
に努めなければならない。

４ 　都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したときは、遅滞
なく、これを公表しなければならない。

　（施策の策定等に当たっての配慮）
第１５条　国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに
　当たっては、　男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。
　（国民の理解を深めるための措置）
第 １６条　国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるような適切な措置を講じ

なければならない。
　（苦情の処理等）
第 １７条　国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼ

すと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会
の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合における被害者の救済を図るために必要な措置を講じなければな
らない。

　（調査研究）
第 １８条　国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策の制定に必要な調査研究を推進するように努めるものとする。
　（国際的協調のための措置）
第 １９条　国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報の交換その

他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずるように努めるもの
とする。
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　（地方公共団体及び民間の団体に対する支援）
第 ２０条　国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が男女共同参画社

会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。

　　　第３章　男女共同参画会議
　（設置）
第２１条　内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。
　（所掌事務）
第２２条　会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
　⑴ 　男女共同参画基本計画に関し、第１３条第３項に規定する事項を処理すること。
　⑵ 　前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関する基

本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。
　⑶ 　前２号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意

見を述べること。
　⑷ 　政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男女共同参画

社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べる
こと。

　（組織）
第２３条　会議は、議長及び議員２４人以内をもって組織する。
　（議長）
第２４条　議長は、内閣官房長官をもって充てる。
２　議長は、会務を総理する。
　（議員）
第２５条　議員は、次に掲げる者をもって充てる。
　⑴ 　内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
　⑵ 　男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
２　前項第２号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の１０分の５未満であってはならない。
３ 　第１項第２号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の１０分の４未満であっ

てはならない。
４　第１項第２号の議員は、非常勤とする。
　（議員の任期）
第２６条　前条第１項第２号の議員の任期は、２年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
２　前条第１項第２号の議員は、再任されることができる。
　（資料提出の要求等）
第 ２７条　会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視又は調査

に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
２ 　会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必

要な協力を依頼することができる。
　（政令への委任）
第２８条　この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。

　　　附　則　（平成１１年６月２３日法律第７８号）　抄
　（施行期日）
第１条　この法律は、公布の日から施行する。
　（男女共同参画審議会設置法の廃止）
第２条　男女共同参画審議会設置法（平成９年法律第７号）は、廃止する。
　　　附　則　（平成１１年７月１６日法律第１０２号）　抄
　（施行期日）
第 １条　この法律は、内閣法の１部を改正する法律（平成１１年法律第８８号）の施行の日から施行する。ただし、次の

各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
　⑴ 　略
　⑵　附則第１０条第１項及び第５項、第１４条第３項、第２３条、第２８条並びに第３３条の規定　公布の日
　（委員等の任期に関する経過措置）
第 ２８条　この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者

（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかか
わらず、その日に満了する。　
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　⑴から⑽まで　略
　⑾　男女共同参画審議会
　（別に定める経過措置）
第３０条　第２条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
　　　附　則　（平成１１年１２月２２日法律第１６０号）　抄
　（施行期日）
第 １条　この法律（第２条及び第３条を除く。）は、平成１３年１月６日から施行する。ただし、次の各項に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。
　（以下略）
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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２７年９月４日公布
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２７年法律第６４号

目次
　第１章　総則（第１条―第４条）
　第２章　基本方針等（第５条・第６条）
　第３章　事業主行動計画等
　　第１節　事業主行動計画策定指針（第７条）
　　第２節　一般事業主行動計画（第８条―第１４条）
　　第３節　特定事業主行動計画（第１５条）
　　第４節　女性の職業選択に資する情報の公表（第１６条・第１７条）
　第４章　女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置（第１８条―第２５条）
　第５章　雑則（第２６条―第２８条）
　第６章　罰則（第２９条―第３４条）
　附則

　　　第１章　総則
　（目的）
第 １条　この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮

して職業生活において活躍すること（以下「女性の職業生活における活躍」という。）が一層重要となっていること
に鑑み、男女共同参画社会基本法（平成１１年法律第７８号）の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の
推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及
び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女
性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、
国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。

　（基本原則）
第 ２条　女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自らの意思

によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職
業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した職場におけ
る慣行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できるようにする
ことを旨として、行われなければならない。

２ 　女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活に関
する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活に関する事由が職業生活に与える影響を踏まえ、
家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活
動について家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うために必要な環境の整備等により、
男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。

３ 　女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重さ
れるべきものであることに留意されなければならない。

　（国及び地方公共団体の責務）
第 ３条　国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進についての基本原則（次条及び第５条

第１項において「基本原則」という。）にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関して必要な施策を策定し、
及びこれを実施しなければならない。

　（事業主の責務）
第 ４条　事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会

の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備その他の女性の職業生活にお
ける活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する女性の職業生活にお
ける活躍の推進に関する施策に協力しなければならない。

　　　第２章　基本方針等
　（基本方針）
第 ５条　政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施する

ため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。
２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
　⑴　女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向
　⑵　事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項
　⑶　女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項
　　イ　女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項
　　ロ　職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項
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　　ハ　その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項
　⑷　前３号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要な事項
３　内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
４　内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
５　前２項の規定は、基本方針の変更について準用する。
（都道府県推進計画等）
第 ６条　都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する

施策についての計画（以下この条において「都道府県推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。
２ 　市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県推進計画）を勘案して、当

該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画（次項において「市町村推
進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。

３ 　都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表
しなければならない。

　　　第３章　事業主行動計画等
　　　　　第１節　事業主行動計画策定指針
第 ７条　内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を総合

的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、次条第１項に規定する一般事業主行動計画及び第１５
条第１項に規定する特定事業主行動計画（次項において「事業主行動計画」と総称する。）の策定に関する指針（以下
「事業主行動計画策定指針」という。）を定めなければならない。

２ 　事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、事業主行動計画の指針となるべきものを定めるものと
する。

　⑴　事業主行動計画の策定に関する基本的な事項
　⑵　女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項
　⑶　その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項
３ 　内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行動計画策定指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、こ

れを公表しなければならない。
　　　　　第２節　一般事業主行動計画
　（一般事業主行動計画の策定等）
第 ８条　国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」という。）であって、常時雇用する労働者の数が３００

人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画（一般事業主が実施する女性の職業生活に
おける活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下同じ。）を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生
労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

２　一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
　⑴　計画期間
　⑵　女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標
　⑶　実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期
３ 　第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で定める

ところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状況、管理的地
位にある労働者に占める女性労働者の割合その他のその事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握
し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これ
を定めなければならない。この場合において、前項第２号の目標については、採用する労働者に占める女性労働者の割
合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、労働時間、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他の
数値を用いて定量的に定めなければならない。

４ 　第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところに
より、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。

５ 　第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところに
より、これを公表しなければならない。

６ 　第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、一般事業主行動計画に定め
られた目標を達成するよう努めなければならない。

７ 　一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が３００人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事
業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出るよう努めなければならない。これ
を変更したときも、同様とする。

８ 　第３項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとする場合について、第４
項から第６項までの規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更した場合について、それ
ぞれ準用する。
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　（基準に適合する一般事業主の認定）
第 ９条　厚生労働大臣は、前条第１項又は第７項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令

で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実
施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができ
る。

　（認定一般事業主の表示等）
第 １０条　前条の認定を受けた一般事業主（次条及び第２０条第１項において「認定一般事業主」という。）は、商品、

役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるも
の（次項において「商品等」と　いう。）に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。

２　何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
　（認定の取消し）
第 １１条　厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第９条の認定を取り消すことがで

きる。
　⑴　第９条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。
　⑵　この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
　⑶　不正の手段により第９条の認定を受けたとき。
　（委託募集の特例等）
第 １２条　承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が３００人以

下のものをいう。以下この項及び次項において同じ。）が、当該承認中小事業主団体をして女性の職業生活における
活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体
が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法（昭和２２年法律第１４１号）第３６条第１項及び第３項の規定は、
当該構成員である中小事業主については、適用しない。

２ 　この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設
立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の
構成員とするもの（厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。）のうち、その構成員である中小事業主に対し
て女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を実施するための人材確保に関する相談及び援助を行うものであっ
て、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合す
る旨の承認を行ったものをいう。

３ 　厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の承認を取り
消すことができる。

４ 　承認中小事業主団体は、第１項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募
集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出
なければならない。

５ 　職業安定法第３７条第２項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第５条の３第１項及び第３項、
第５条の４、第３９条、第４１条第２項、第４８条の３、第４８条の４、第５０条第１項及び第２項並びに第５１条の
２の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第４０条の規定は同項の規定による
届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第５０条第３項及び第４項の規定はこの項に
おいて準用する同条第２項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第３７条
第２項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第１２条第
４項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第４１条第２項中「当該労働者の募集の業
務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。

６ 　職業安定法第３６条第２項及び第４２条の２の規定の適用については、同法第３６条第２項中「前項の」とあるのは
「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第
４２条の２中「第３９条に規定する募集受託者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成
２７年法律第６４号）第１２条第４項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」とする。

７　厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第２項の相談及び援助の実施状況について報告を求めることができる
第 １３条　公共職業安定所は、前条第４項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に対して、

雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法について指導する
ことにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。

　（一般事業主に対する国の援助）
第 １４条　国は、第８条第１項若しくは第７項の規定により一般事業主行動計画を策定しようとする一般事業主又はこれ

らの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、労働者への周知若しくは公表又は一般事
業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように相談その他の援助の実施に努めるものとする。

　　　　　第３節　特定事業主行動計画
第 １５条　国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの（以下「特定事業主」とい

う。）は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画（特定事業主が実施す
る女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下この条において同じ。）を定めなければ
ならない。
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２　特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
　⑴　計画期間
　⑵　女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標
　⑶　実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期
３ 　特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、採用し

た職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、管理的地位にある職員に占める女性職
員の割合その他のその事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活にお
ける活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。
この場合において、前項第２号の目標については、採用する職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異
の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければ
ならない。

４ 　特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を
講じなければならない。

５　特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
６　特定事業主は、毎年少なくとも１回、特定事業主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければならない。
７ 　特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、特定事業主行動計画に定められた目標を達成

するよう努めなければならない。
　　　　　第４節　女性の職業選択に資する情報の公表
　（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表）
第 １６条　第８条第１項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうと

する女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表しなけ
ればならない。

２ 　第８条第７項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女
性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表するよう努め
なければならない。

　（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表）
第 １７条　特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資する

よう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表しなければならない。

　　　第４章　女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置
　（職業指導等の措置等）
第 １８条　国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援その他の必

要な措置を講ずるよう努めるものとする。
２ 　地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するため、前項の措置と相まって、職業生活を営み、又は営も

うとする女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介その他の情報の提供、助言その他の必要
な措置を講ずるよう努めるものとする。

３ 　地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、その事務を適切に実施することができるものとして内閣
府令で定める基準に適合する者に委託することができる。

４ 　前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当な理由なく、当該事務に関し
て知り得た秘密を漏らしてはならない。

　（財政上の措置等）
第 １９条　国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上の措置

その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
　（国等からの受注機会の増大）
第 ２０条　国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融公庫その他の特別

の法律によって設立された法人であって政令で定めるものをいう。）の役務又は物件の調達に関し、予算の適正な使用
に留意しつつ、認定一般事業主その他の女性の職業生活における活躍に関する状況又は女性の職業生活における活躍の
推進に関する取組の実施の状況が優良な一般事業主（次項において「認定一般事業主等」という。）の受注の機会の増
大その他の必要な施策を実施するものとする。

２ 　地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するように努
めるものとする。

　（啓発活動）
第 ２１条　国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進について、国民の関心と理解を深め、かつ、その

協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。
　（情報の収集、整理及び提供）
第 ２２条　国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に資するよう、国内外における女性の職業生活におけ

る活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。
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　（協議会）
第 ２３条　当該地方公共団体の区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する事務及び事業を行う国及び地方

公共団体の機関（以下この条において「関係機関」という。）は、第１８条第１項の規定により国が講ずる措置及び同
条第２項の規定により地方公共団体が講ずる措置に係る事例その他の女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報
を活用することにより、当該区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑に実施さ
れるようにするため、関係機関により構成される協議会（以下「協議会」という。）を組織することができる。

２ 　協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内において第１８条第３項の規定による事務の委託がされて
いる場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員として加えるものとする。

３ 　協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができ
る。

　⑴　一般事業主の団体又はその連合団体
　⑵　学識経験者
　⑶　その他当該関係機関が必要と認める者
４ 　協議会は、関係機関及び前２項の構成員（以下この項において「関係機関等」という。）が相互の連絡を図ることに

より、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の
実情に応じた女性の職業生活における活躍の推進に関する取組について協議を行うものとする。

５ 　協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならな
い。

　（秘密保持義務）
第 ２４条　協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知

り得た秘密を漏らしてはならない。
　（協議会の定める事項）
第２５条　前２条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

　　　第５章　雑則
　（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告）
第 ２６条　厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、第８条第１項に規定する一般事業主に対

して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
　（権限の委任）
第 ２７条　第８条から第１２条まで及び前条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、そ

の一部を都道府県労働局長に委任することができる。
　（政令への委任）
第２８条　この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

　　　第６章　罰則
第 ２９条　第１２条第５項において準用する職業安定法第４１条第２項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働

者の募集に従事した者は、１年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処する。
第３０条　次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。
　⑴　第１８条第４項の規定に違反した者
　⑵　第２４条の規定に違反した者
第３１条　次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役又は３０万円以下の罰金に処する。
　⑴　第１２条第４項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者
　⑵　第１２条第５項において準用する職業安定法第３７条第２項の規定による指示に従わなかった者
　⑶　第１２条第５項において準用する職業安定法第３９条又は第４０条の規定に違反した者
第３２条　次の各号のいずれかに該当する者は、３０万円以下の罰金に処する。
　⑴　第１０条第２項の規定に違反した者
　⑵　第１２条第５項において準用する職業安定法第５０条第１項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
　⑶ 　第１２条第５項において準用する職業安定法第５０条第２項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若し

くは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第 ３３条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第２９

条、第３１条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を
科する。

第３４条　第２６条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、２０万円以下の過料に処する。

　　　附　則
　（施行期日）
第 １条　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第３章（第７条を除く。）、第５章（第２８条を除く。）及び第

６章（第３０条を除く。）の規定並びに附則第５条の規定は、平成２８年４月１日から施行する。
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　（この法律の失効）
第２条　この法律は、平成３８年３月３１日限り、その効力を失う。
２ 　第１８条第３項の規定による委託に係る事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、同条第

４項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
３ 　協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、第２４条の規定（同条に係る罰則を含

む。）は、第１項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
４ 　この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第１項の規定にかかわらず、同項に規定

する日後も、なおその効力を有する。
　（政令への委任）
第３条　前条第２項から第４項までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
　（検討）
第 ４条　政府は、この法律の施行後３年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認める

ときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
　（社会保険労務士法の一部改正）
第５条　社会保険労務士法（昭和４３年法律第８９号）の一部を次のように改正する。
　別表第１第２０号の２５の次に次の１号を加える。
　２０の２６　女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号）
　（内閣府設置法の一部改正）
第６条　内閣府設置法（平成１１年法律第８９号）の一部を次のように改正する。
　附則第２条第２項の表に次のように加える。

平成３８年３月３１日
　女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針（女性の職業生活における活躍の推進に関する
法律（平成２７年法律第６４号）第５条第１項に規定するものをいう。）の策定及び推進に関すること。
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第１章 　計画の策定にあたって

１　計画策定の趣旨　　　　
　 　本市は、「薩摩川内市男女共同参画基本条例」に基づき、「すべての人々が、

性別にかかわりなく、人権を尊重され、家庭、職場、学校、地域その他の社会

のあらゆる分野で平等に参画し、個性と能力を十分に発揮することができる男

女共同参画社会」の実現を目指して、全庁的に取組を進めています。その中で、

個人の尊厳を傷つけ、男女平等を妨げる配偶者等からの暴力は、男女共同参画

社会の実現を阻害する行為であり、根絶すべき重要な課題です。

　 　配偶者等からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、イ

ンターネットや携帯電話等の普及によりその形態も多様化し、社会問題となっ

ています。その被害者は、多くの場合は女性であり、男女の不平等な関係が暴

力の背景にあります。配偶者等からの暴力を根絶するためには、県及び関係機

関・団体と連携・協力を図りながら、一体となって取組を進めるとともに、市

民一人ひとりが、暴力を許さない地域社会づくりに努めることが重要であり、

配偶者等からの暴力の防止及び被害者の適切な保護に関する取組を、総合的・

体系的に推進するための計画として平成２５年３月に「薩摩川内市配偶者等か

らの暴力の防止及び被害者支援計画」を策定しました。

　 　この間、国においては、交際相手からの暴力が社会的な問題となってきたこ

とや、被害者の情報保護の徹底や高齢者・障害者への配慮が求められてきてい

るなど、社会情勢の変化を踏まえて、平成２５年６月に「配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護等に関する法律」の改正や、平成２６年１月に「配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針」の

見直しが行われました。そこに示された課題や視点に対応できるよう市町村で

は配偶者暴力防止計画の見直しが必要となっています。

　 　このような状況等を踏まえて、配偶者等からの暴力の防止及び被害者の支

援のための施策の一層の充実を図るために、「第２次薩摩川内市配偶者等から

の暴力の防止及び被害者支援計画」を策定しました。
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２　計画の基本的な考え方
　 　この計画の基本理念は、「薩摩川内市男女共同参画基本条例」の基本理念を踏まえ、

次のとおりとします。

３　計画の性格
（１ ）こ の 計 画 は 、 「 配 偶 者 か ら の 暴 力 の 防 止 及 び 被 害 者 の 保 護 等 に 関 す る 法

律」（以下「配偶者暴力防止法」という。）第２条の３第３項の規定に基づ

く、市町村基本計画として策定します。

（２ ）この計画は、「薩摩川内市男女共同参画基本条例」第８条、第９条を遵守

するための計画として位置づけ、「薩摩川内市男女共同参画基本計画」と一

体的に推進します。

４　計画の期間
　　 　この計画の期間は、平成２８年度（2016年）を初年度とする平成３７年

度（2025年）までの１０年間とします。ただし、「配偶者暴力防止法」が

改正された場合や国が示した「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等

のための施策に関する基本的な方針」が見直された場合、新たに盛り込むべ

き、あるいは改正すべき事項等が生じた場合には、必要に応じて見直すこと

とします。

◎ いかなる場合でも暴力は許されず、誰もが安心できる環境のもと、人生を豊かに生

きることを求める権利を有しています。

◎ 配偶者等からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、社会的な

問題でもあります。

◎ 配偶者等からの暴力の被害者の多くは女性であり、その一因には、男女の不平等な

関係があることから、その暴力の根絶に向けては、人権の擁護と男女平等の実現が

不可欠です。

◎ 配偶者等からの暴力の被害者は、国籍や年齢、障害の有無等を問わず、その人権を

尊重され、適切な支援を受けることができる権利を有します。

◎ 配偶者等からの暴力の予防と根絶及びその被害者支援のために、国、県及び近隣市

町、民間団体、市民との連携・協力を図ります。

基本理念
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１　配偶者等からの暴力とは
（１）配偶者等からの暴力の形態

　　 　配偶者等からの暴力とは、配偶者、恋人、同棲相手、元配偶者、以前付き合ってい

た恋人等、親密な関係にある、または、あった者からふるわれる暴力のことです。

　　 　配偶者等からの暴力には、殴ったり蹴ったりする等直接何らかの有形力を行使する

身体的な暴力、心無い言動や無視することにより相手の心を傷つける等の精神的な暴

力、嫌がっているのに性的行為を強要する等の性的な暴力、生活費を渡さない等の経

済的な暴力等、様々な形態が存在します。

（２）配偶者等からの暴力の特徴

　　 　配偶者等からの暴力は、外部からの発見が困難なところで行われることが多いこと

や「家庭内の問題」、「個人的な問題」と捉えられがちで、社会的な理解が不足して

いることにより潜在化しやすく、周囲も気づかないうちに暴力が激化・継続化し、被

害が深刻化しやすいという特徴があります。

（３）犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害

　　 　配偶者等からの暴力は、社会的、経済的、肉体的に優位に立つ者が、立場の弱い者

を様々な暴力で支配しようとする行為であり、個人的な問題の範囲を超え、犯罪とな

る行為をも含む人権を侵害する重大な社会問題です。

（４）根底にある男女の不平等な関係

　　 　私たち一人ひとりは、社会構造の影響の中で生活しています。男女の固定的な役割

分担、経済力の格差、上下関係等我が国の男女が置かれている状況等により、女性を

対等なパートナーと見ない女性差別の意識や夫が妻に暴力をふるうのは、ある程度仕

方ないといった考え方等が社会の根底にあり、暴力を生み出す背景になっています。

２　配偶者等からの暴力の現状
（１）配偶者等からの暴力の被害経験

　　 　本市が、平成２６年度に実施した「薩摩川内市男女共同参画に関する市民意識調

査」では、配偶者等から暴力を受けた経験が一度でもあると答えた人は、６７．２％

でした。

　　 　また、本県警察本部の調べによる配偶者暴力事案（平成２５年）における被害者の

性別は、９９．２％が女性となっており、特に女性の被害者が多いことがうかがえま

す。

第２章 　配偶者等からの暴力
（ドメスティック・バイオレンス／ＤＶ）について
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（２）配偶者等からの暴力についての相談経験
　　 　本市が、平成２６年度に実施した「薩摩川内市男女共同参画に関する市民意識調

査」では、配偶者等から暴力を受けたことがある人のうち、「だれにも、どこにも相
談しなかった」と答えた人は９０％となっていて、相談をした人は１割でした。そ
の相談先について聞いたところ、「友人や知人に相談した」が６１．９％となって
います。

３　配偶者等からの暴力に対する取組の現状
（１）国における取組
　　 　国は、平成１３年４月に配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の

体制を整備した「配偶者暴力防止法」を制定しました。これにより、配偶者からの暴
力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であると明確に位置づけられました。

　　 　また、「配偶者暴力防止法」は、附則に施行後３年を目途として、その施行状況等
を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置を講じると規定されてお
り、平成１６年と平成１９年の２回にわたり改正が行われました。

73.0%
44.8%

82.9%

36.0%
48.3%

31.7%

28.8%
34.5%

26.8%

17.1%
24.1%

14.6%

32.4%
6.9%

41.5%

33.3%
20.7%

37.8%

10.8%

11.0%

18.9%
13.8%

20.7%

30.6%
6.9%

39.0%

16.2%
3.4%

20.7%

10.3%

全体(330人)

男性(62人)

女性(268人)

〔　配偶者等から次のような行為を受けたことがある　〕　…回答者全体の 67.2％

資料：「平成２６年度薩摩川内市男女共同参画に関する市民意識調査」

口汚くののしる、怒鳴る

何を言っても、何をしても無視する

交友関係や電話を細かく監視する

大切にしているものを、わざと
壊したり捨てたりする

なぐるふりをしておどす

暴力をふるう（打つ・殴る・蹴るなど）

見たくもないのに、わいせつな
ビデオや雑誌を見せる

避妊に協力しない

意に反して性的な行為を強要する

生活費を渡さない

72 73



 

第
二
章 

配
偶
者
等
か
ら
の
暴
力

　　 　平成２５年６月には、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係における共同生活に類
する共同生活を営んでいないものを除く。）をする関係にある相手からの暴力及び被
害者についても、配偶者からの暴力及び被害者に準じて法の適用対象とすることを内
容とする配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法
律（平成２５年法律第７２号）が制定され、平成２６年１月３日に施行されました。

　　 　この改正により、法律の題名は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関
する法律」に改められました。

（２）鹿児島県における取組

　　 　平成１４年１月に施行した「鹿児島県男女共同参画推進条例」第９条において、配
偶者に対する暴力行為の禁止を明記し、同年、様々な問題を抱える女性の相談対応や
保護を行う鹿児島県女性相談センターを、配偶者暴力相談支援センターに指定してい
ます。

　　 　平成１８年３月「配偶者暴力防止法」に基づき、「鹿児島県配偶者等からの暴力の
防止及び被害者支援計画」を策定し、この計画に基づき、市町村、関係機関等と連携
のもと、配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援の取組を進め、同年、男女共同参
画を推進する総合的活動拠点である鹿児島県男女共同参画センターも、配偶者暴力相
談支援センターに指定しました。

　　 　さらに平成１９年には、県内の全ての地域におけるＤＶ被害者の相談・支援体制の
充実に資するよう各地域振興局・各支庁の保健福祉環境部も、配偶者暴力相談支援セ
ンターに指定しています。

■平成１６年改正
　１　「配偶者からの暴力」の定義の拡大
　２　 保護命令制度の拡充（元配偶者に対する保護命令、被害者の子への接近禁止

命令、退去命令の期間の拡大等）
　３　市町村による配偶者暴力相談支援センターの業務の実施
　４　被害者の自立支援の明確化等
　５　警察本部長等の援助
　６　苦情の適切かつ迅速な処理
　７　外国人、障害者等への対応

■平成１９年改正
　１　市町村基本計画の策定（努力規定）
　２　配偶者暴力相談支援センターに関する改正
　３　保護命令制度の拡充（電話等を禁止する保護命令等）
　４　裁判所から支援センターへの保護命令の発令に関する通知
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　　 　平成１９年７月に「配偶者暴力防止法」が改正され、平成２０年１月、国の「配偶
者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針」の見直し
が行われたことに伴い、これらの改正の内容やこれまでの鹿児島県の取組状況等を踏
まえて、配偶者等からの暴力の防止及び被害者の支援のための施策の一層の充実を図
るために、「鹿児島県配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画」の改定を行っ
ています。

（３）本市における取組

　　 　平成１７年４月に施行した「薩摩川内市男女共同参画基本条例」第８条において、
配偶者等からの暴力の根絶に向けた総合的な施策に取り組むため、「薩摩川内市男女
共同参画基本計画」の中に「男女の人権を侵害するあらゆる暴力の根絶を目指した社
会環境の整備」を重点課題と定め、取組を進めてきました。

　　 　また、被害者の安全確保に努めるため、女性・家庭生活支援相談員（嘱託員）によ
る子育て支援課の相談窓口や、何でも相談員による「何でも相談室」を開設しました。

　　 　平成２５年３月「配偶者暴力防止法」に基づき、また「鹿児島県配偶者等からの暴
力の防止及び被害者支援計画」を勘案して、「薩摩川内市配偶者等からの暴力の防止
及び被害者支援計画」を策定しました。

　　 　平成２５年４月、子育て支援課を「配偶者暴力相談支援センター」に指定するとと
もに「ＤＶ対策庁内連携会議」を設置し、被害者への二次被害の防止、担当者の役
割・守秘義務等の認識を深め、被害者に対する支援の更なる充実を図っています。

74 75



 

第
三
章 

計
画
の
体
系

第３章 　計画の体系

めざすべき姿
暴力 ( ドメスティック・バイオレンス ) を許さない
誰もが安心して暮らすことのできる地域社会の創造

重点的に取り組むこと

74 75

Ⅰ　女性に対する暴力の予防と根絶に向けた取組の推進
　　ＤＶ・デートＤＶ、ストーカー行為対策等
　　１　暴力を許さない人権教育・啓発の推進
　　２　問題解決を暴力に頼らない教育・啓発の推進
　　３　配偶者等からの暴力に対する正しい理解の促進
　　４　デートＤＶの防止に向けた教育・啓発の推進

Ⅱ　安心して相談できる体制の確立に向けた取組
　　１　相談体制の整備と充実
　　２　早期発見・未然防止のための仕組みづくり
　　３　被害者の立場に立った関係機関との連携の強化
　　４　苦情等への適切な対応の推進
　　５　支援者の安全確保

Ⅲ　被害者の保護と自立に向けた支援への取組
　　１　被害者の保護と安全確保
　　２　通報・通告制度による被害者の保護
　　３　被害者の安全を守る各種制度の周知と適切な運用
　　４　配偶者等からの暴力のある家庭に育つ子どもへの支援
　　５　被害者の立場に立った生活再建に向けた支援
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第４章 　計画の内容
女性に対する暴力の予防と根絶に向けた取組の推進
DV・デートDV、ストーカー行為対策等重点目標 Ⅰ

１　暴力を許さない人権教育・啓発の推進

No. 主な取組 事業内容 主な担当課

１

学校、幼稚園、保
育所における男女
の人権の尊重を旨
とする人権教育の
推進

暴力の防止に資するよう、学校、幼稚園、保育
所の教育の場において、人権意識を高める教育
や薩摩川内市男女共同参画基本条例の基本理念
である男女の人権の尊重に基づく人権教育を更
に進めるために、教職関係者に向けた広報・啓
発に努めます。

コミュニティ課
学校教育課
子育て支援課

２

家庭教育における
男女の人権の尊重
を旨とする人権教
育の推進

暴力の防止に資するよう、家庭において、薩摩
川内市男女共同参画基本条例の基本理念である
男女の人権の尊重に基づく人権教育を促進する
ために、家庭教育学級等を通じた広報・啓発に
努めます。

コミュニティ課
社会教育課

３

地域における男女
の人権の尊重を旨
とする人権教育の
推進

暴力の防止に資するよう、地域において、薩摩
川内市男女共同参画基本条例の基本理念である
男女の人権の尊重に基づく地域生活を促進する
ために、自治会や地域活動団体等と連携した広
報・啓発に努めます。

コミュニティ課

４

職域における男女
の人権の尊重を旨
とする人権教育の
推進

暴力の防止に資するよう、職域において、薩摩
川内市男女共同参画基本条例の基本理念である
男女の人権の尊重に基づく就業環境の整備に向
けて、市内の民間企業等と連携するとともに、
あらゆる機会を活用した広報・啓発に努めま
す。

コミュニティ課
商工政策課

５

法教育の充実 人権意識の確立に向け、法律についての知識を
持ち、日常生活の中で、人権侵害や男女の不平
等な状況を改善していくために活用できるよ
う、広報紙や市ホームページ等を活用して法教
育を充実させます。

コミュニティ課
市民課
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２　問題解決を暴力に頼らない教育・啓発の推進

３　配偶者等からの暴力に対する正しい理解の促進

No. 主な取組 事業内容 主な担当課

６

暴力未然防止教育
の研究及び実践

暴力の発生を未然に防ぐために、暴力の加害者
及び被害者となることを防止する観点からの教
育について研究・実践します。

コミュニティ課
子育て支援課

７

問題解決を暴力に
頼らない教育の推
進

配偶者等からの暴力を減らすには、発達段階に
応じた好機を捉えて暴力的でない考え方や問題
解決の方法を身につけることが重要であり、個
人の尊厳を傷つける暴力は許さないという意識
を持ち、問題解決を暴力に頼らない教育を学校
教育課等の関係機関と連携して進めます。

コミュニティ課
学校教育課

８

問題解決を暴力に
頼らないコミュニ
ケーションについ
ての広報・啓発の
推進

家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆ
る分野で、問題解決を暴力に頼ることのないコ
ミュニケーションが行われるよう、広報紙や市
ホームページ等を活用した広報・啓発を進めま
す。

コミュニティ課
子育て支援課

９

加害予防の観点か
らの広報啓発のあ
り方の検討

暴力の根絶に向けた取組を進めるに当たって
は、被害者は女性が多いという現状における
加害予防の観点から、男性に対する広報活動も
進める必要があります。被害者支援の視点に立
ってどのような広報・啓発のあり方が有効か調
査・研究を進めます。

コミュニティ課
子育て支援課

No. 主な取組 事業内容 主な担当課

10

被害者が自ら配偶
者等からの暴力に
ついての知識や気
づきを得るための
啓発や情報提供

配偶者等からの暴力を受けていることを認識し
ていないために、必要な支援が受けられない被
害者に対し、配偶者等からの暴力についての正
しい情報を提供するため、被害者にとってより
身近で安全な場所にリーフレットや相談窓口一
覧カード等を配置します。

コミュニティ課
子育て支援課
市民課
市民健康課
保護課

11

講演会や研修会等
の開催による啓発
の実施

配偶者等からの暴力に対する正しい理解を広
め、その暴力を許さないという認識を徹底させ
るため、講演会や研修会を実施します。特に若
年層にも配慮した講座等について検討・開催し
ます。

コミュニティ課
子育て支援課
社会教育課
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No. 主な取組 事業内容 主な担当課

12

地域における学習
機会の提供

配偶者等からの暴力に対する正しい理解を地域
社会に広めるために、公民館講座等での啓発に
努めます。

コミュニティ課
子育て支援課
社会教育課

13

身近な事例を用い
た啓発、参加・体
験型の啓発の推進

身近な事例を用いた啓発や、参加・体験型の啓
発を推進することで、暴力に対して「ノー」と
言う権利を行使でき、暴力が介在しない対等な
人間関係を築くことができる力を身につけるこ
とを目指します。

コミュニティ課
子育て支援課
社会教育課

14

各種団体の研修会
や講座等の機会を
活用した啓発

配偶者等からの暴力に対する正しい理解を広
め、その暴力を許さないという認識を徹底させ
るため、各種団体の研修会、講座、定例会の機
会を活用して啓発活動を実施します。

コミュニティ課
子育て支援課

15

県男女共同参画セ
ンター等における
講演会等の情報提
供

配偶者等からの暴力に対する正しい理解を地域
社会に広めるために、県男女共同参画センター
や近隣市町における講演会や研修会の開催日程
等の情報提供に努めます。

コミュニティ課
子育て支援課

16

各種団体等市民の
自主的な啓発活動
の促進

配偶者等からの暴力に対する正しい理解を地域
社会に広め、その暴力を許さないという認識を
徹底させるためには、市民一人ひとりの人権意
識、男女平等意識を高めることが重要であり、
各種団体等市民との協働による啓発を進めま
す。

コミュニティ課
子育て支援課

17

個人情報を扱う各
種機関における配
偶者等からの暴力
に関する正しい理
解の促進

個人情報を扱う市職員や学校等の機関が、被害
者の個人情報の保護を徹底するために、配偶者
等からの暴力について認識を高める研修等を実
施します。

子育て支援課
市民課
学校教育課

18

啓発用リーフレッ
トの活用

配偶者等からの暴力に対する正しい理解を広
め、その暴力を許さないという認識を徹底させ
るため、国・県・市や民間団体が作成した啓発
用リーフレットを配布します。

コミュニティ課
子育て支援課
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No. 主な取組 事業内容 主な担当課

19

書籍やビデオ等の
関連情報の整備・
提供

配偶者等からの暴力に対する正しい理解を地域
社会に広め、その暴力を許さないという認識を
徹底させるため、教育機関や各種団体、グルー
プ等に対して、書籍やビデオ等の提供を行いま
す。

コミュニティ課
子育て支援課
中央図書館

20

「女性に対する暴
力をなくす運動」
期間を中心とした
広報活動

配偶者等からの暴力に対する正しい理解を地域
社会に広め、その防止に向けた市民の取組を促
進するとともに、被害者が周囲の無理解により
さらに傷つき、暴力の実態が潜在化することが
ないようにするため、「女性に対する暴力をな
くす運動」期間（１１月１２日～２５日）に広
報・啓発を進めます。

コミュニティ課
子育て支援課

21

「人権週間」の周
知

広報紙等を活用して、「人権週間」の周知に努
めます。その際身近な事例を用いた広報を展開
する等、有効な情報発信に努めます。

コミュニティ課
市民課

４　デート DV の防止に向けた教育・啓発の推進

No. 主な取組 事業内容 主な担当課

22

デートDV防止に
関する教育・啓発
の推進

デートDVの防止に取り組む民間団体とも協働
しながら、啓発活動や教育関係者を対象とした
デートDV防止に関する研修等を実施し、教育
現場や地域社会、家庭におけるデートDVの出
前講座を利用して、防止に向けた取組を推進し
ます。特に、子どもたちに対して、個人の尊厳
を傷つける暴力は許さないという意識を持ち、
男女の人権を尊重した対等な人間関係を築くこ
とを学習する機会を提供します。
また、小・中・高校生を対象に男女共同参画出
前講座を実施します。

コミュニティ課
子育て支援課
市民健康課

23

若年層が相談しや
すい相談窓口づく
りと若年層に配慮
した相談窓口の広
報の在り方の検討

デートDVの啓発に取り組む民間の団体と連携
して、若年層に配慮した広報手段や、相談窓口
の在り方を検討します。

コミュニティ課
子育て支援課
保護課
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安心して相談できる体制の確立に向けた取組重点目標 Ⅱ

１　相談体制の整備と充実

No. 主な取組 事業内容 主な担当課

25

安心して相談でき
る環境の整備

プライバシーや被害者の心情に配慮した相談室
の環境づくりと、障害者や高齢者等への配慮し
た施設のバリアフリー化を進めます。

コミュニティ課
子育て支援課
保護課

26

身近な所で相談で
き る 体 制 の 整 備
（何でも相談室）

毎週土曜日（１３時～１６時）にまちあいサロ
ンにて「なんでも相談室」を開設し、市民から
の相談に応じます。
また、県男女共同参画地域推進員とも連携し
て、気軽に相談できる体制の整備に努めます。

コミュニティ課

27

外国人・障害者へ
の対応が可能な相
談機関等の情報提
供

使用する言語や障害等に応じた相談対応が可能
な機関を把握し確実にその機関に情報提供する
よう努めます。

コミュニティ課
子育て支援課
保護課
障害・社会福祉課

28

被害者への各種相
談窓口の周知

被害者の安全確保への配慮をはじめ被害者の立
場に立って、相談窓口（配偶者暴力相談支援セ
ンター）の周知に努めます。

コミュニティ課
子育て支援課
高齢・介護福祉課
市民健康課

29
医療関係者向けの
広報や研修の実施

医療関係者を対象とした広報や支援者養成講座
等についての情報提供に努めます。

市民健康課

No. 主な取組 事業内容 主な担当課

24

教育・保健・医療
関係者、相談機関
の職員等を対象と
した研修の実施

教育関係者や保健・医療関係者等デートDVの
被害者を発見しやすい立場にある関係者が、被
害者の早期発見と適切なケアにあたれるよう、
デートDVに関する理解を深めるための研修を
実施します。

コミュニティ課
子育て支援課
保護課
学校教育課
市民健康課
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２　早期発見・未然防止のための仕組みづくり

No. 主な取組 事業内容 主な担当課

30

暴力の発生を未然
に防止するための
地域における家庭
への働きかけ

配偶者等からの暴力の発生及び潜在化を未然に
防止するため、地域社会から孤立しやすい家庭
に対して、日常的な声掛けや地域活動への参加
の誘い等、孤立化を防ぐ働きかけを行います。

コミュニティ課
子育て支援課
高齢・介護福祉課
障害・社会福祉課

31

地域のあらゆる主
体における防犯活
動・地域安全活動
の促進

配偶者等からの暴力の予防・防止の観点から、
地域に密着した防犯活動に、安全に関する情報
提供を行う等、自治会、学校、PTA、事業所
等と連携して取り組みます。

コミュニティ課
子育て支援課
学校教育課
防災安全課

32

「配偶者暴力防止
法」に基づく通報
制度及び「児童虐
待防止法」に基づ
く通告制度の広報

被害者の保護を図るための情報を広く社会から
求めるために、「配偶者暴力防止法」及び「児
童虐待防止法」に基づく通報・通告制度につい
ての法の規定とその趣旨等について、様々な機
会を利用して広報に努めます。

コミュニティ課
子育て支援課

33

民生委員・児童委
員や人権擁護委員
等 に よ る 早 期 発
見・対応

地域住民にとって身近な相談先である民生委
員・児童委員や主任児童委員、人権擁護委員等
が日頃の活動を通じて、配偶者からの暴力を早
い段階で発見することに努め、被害者への適切
な情報提供を行うとともに、暴力の未然防止の
視点を持った活動を行います。

子育て支援課
障害・社会福祉課
市民課

34

保健・医療機関に
おける早期発見の
ための相談対応マ
ニュアルの活用

医療機関は患者の症状から、保健センターは健
康診断や相談を通じて、配偶者等からの暴力の
早期発見に努め、緊急性や被害者の心身の状況
に応じ、被害者の意思を尊重しながら、警察に
通報したり、必要な情報提供を行うために相談
対応マニュアルを活用します。

市民健康課

35

医療機関における

診療や医療相談、

ス ク リ ー ニ ン グ

（配偶者等からの

暴力に関する問い

かけ）を通じた早

期発見と積極的な

助言や情報提供

医療機関において、緊急性や被害者の心身の状

況に応じ、被害者の意思を尊重しながら、配偶

者暴力相談支援センターや警察に通報するな

ど、必要な情報提供を行えるように、積極的な

助言や情報提供による支援を行います。

市民健康課
子育て支援課
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No. 主な取組 事業内容 主な担当課

36

保健センター等に
おける母子保健事
業（母子保健手帳
交付、健診、子育
て相談等）を通じ
た早期発見と被害
者や子ども、家庭
への積極的な働き
かけ

保健センター等において、緊急性や被害者の心
身の状況に応じ、被害者の意思を尊重しなが
ら、配偶者暴力相談支援センターや警察に通報
するなど、必要な情報提供を行います。

市民健康課

37

育児・介護サービ
スの提供者による
早期発見

家庭内の状況を把握しやすい立場にある育児サ
ービスや高齢者・障害者に対する介護サービス
の提供者等の福祉関係者は、潜在化している配
偶者等からの暴力の発見者になる可能性が高い
ため、関わりのある家庭に配偶者等からの暴力
の問題がないかに留意し、守秘義務を厳守し、
被害者の意思を尊重しながら、適切な支援を受
けられるよう配偶者暴力相談支援センターや警
察につないでいくよう努めます。

子育て支援課
高齢・介護福祉課
障害・社会福祉課

38

学校、幼稚園、保
育所等における子
どもの行動等から
の早期発見

学校関係者や保育士等、日頃から子どもに接し
ている者は、子ども・保護者の様子や会話の内
容から、子ども等が発するSOSを見逃さず、
配偶者等からの暴力の早期発見に努めます。被
害者に相談機関等の情報を提供するほか、配偶
者等からの暴力及び児童虐待の両面から、市や
児童相談所等関係機関と連携し、被害者と子ど
もの救助にあたります。

子育て支援課
学校教育課

39

外国人、障害者、
高齢者の孤立防止
と暴力の未然防
止・早期発見のた
めの支援体制づく
り

外国人や障害者、高齢者がいる家庭が、地域社
会から孤立することにより、配偶者等からの暴
力の発見が遅れることを防ぐため、市職員、福
祉や保健のサービス提供者、民生委員・児童委
員、福祉や国際交流（協力）の分野で活動を行
うNPO等が、日常の業務や活動の中で、配偶
者等からの暴力の未然防止と早期発見の視点を
持って関わります。

コミュニティ課
子育て支援課
障害・社会福祉課
高齢・介護福祉課
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No. 主な取組 事業内容 主な担当課

40

市担当職員を対象
とした研修の実施

被害者と接する可能性のある市職員が、配偶者
等からの暴力に対する正しい理解のもとで、被
害者に二次的被害を与えることなく、男女共同
参画の視点に立った適切な対応をとることがで
きるよう、 DV対策庁内連携会議で研修の実施
と内容の充実を図ります。
※二次的被害
　被害者が相談した身近な人の心無い言葉や、
相談、保護、捜査、裁判等に携わる職務関係者
の不適切な言動により、更に精神的に傷ついて
しまうこと。

コミュニティ課
子育て支援課

41

支援関係機関の職
務関係者を対象と
した研修の実施

支援関係機関の職務関係者が、配偶者等からの
暴力に対する正しい理解のもとで、被害者に二
次的被害を与えることなく男女共同参画の視点
に立った適切な対応ができるよう、連携して研
修の機会と内容の充実を図ります。
※支援関係機関の職務関係者
（教育相談員、スクールカウンセラー、スクー
ルソーシャルワーカー、民生委員・児童委員、
女性・家庭生活支援相談員、消費生活相談員、
人権擁護委員等）

コミュニティ課
子育て支援課
学校教育課
市民課
障害・社会福祉課
保護課

42

内閣府作成「配偶
者からの暴力の被
害者対応への手引
き～二次的被害
を与えないために
～」の活用

被害者に係わる可能性のあるすべての市職員
や、関係機関職員等に手引きを配布し、二次的
被害を与えないよう徹底します。

コミュニティ課

43

被害者の個人情報
を共有する支援関
係機関の情報管理
のルールづくり

被害者の個人情報保護を徹底するため、関係機
関連絡会議、 DV対策庁内連携会議、情報を共
有する必要のある機関において情報管理のルー
ルを定め遵守します。

子育て支援課

44
教育委員会及び学
校における個人情
報の適切な管理

被害者の個人情報保護を徹底するため、転校生
や居住地等の守秘義務について周知・徹底を図
ります。

学校教育課

45

関係各機関におけ
る被害者の個人情
報の保護と守秘義
務の徹底

被害者が、加害者の追跡の恐怖から解放され、
安全な生活を確保するため、医療機関など関係
各機関における被害者の個人情報の保護を徹底
します。

子育て支援課

３　被害者の立場に立った関係機関との連携の強化
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No. 主な取組 事業内容 主な担当課

46

住民基本台帳にお
ける支援措置制度
の適切な運用

住民基本台帳事務における支援措置制度が適切
に運用されるよう、制度の周知徹底に努めま
す。

市民課

47

地域づくりや子ど
もの育成につい
て活動している
NPO等民間団体
との連携・協力

暴力の予防・防止の観点から、安全に関する
情報提供等地域に密着した防犯活動に、地域
づくりや子どもの育成について活動をしている
NPO等民間団体等と連携して取り組みます。

コミュニティ課
子育て支援課
社会教育課

48

支援関係機関・団
体の連携強化

被害者の相談に総合的に対応するために、支援
関係機関・団体からなる会議等の開催や日常的
な連携システムの構築により、支援関係機関・
団体の連携強化を図るとともに、迅速な対応が
できるよう、情報の共有化を図ります。
※「 DV対策庁内連携会議」
※「子育て支援課、保健センター、川薩保健所
連絡会」

コミュ二ティ課
子育て支援課

49

配偶者等からの暴
力及び児童虐待の
支援関係機関の連
携協力体制の強化

児童虐待の通告による配偶者等からの暴力の発
見と適切な対応に向けて、福祉事務所と連携を
図り、被虐待児童及び配偶者等からの暴力被害
者の保護等に迅速に対応します。そのため、児
童虐待支援に関わる市職員等を対象に配偶者等
からの暴力に関する研修の実施や、県が行う講
座等の情報を提供します。

子育て支援課
障害・社会福祉課
市民健康課

50

支援関係機関の休
日及び時間外にお
ける保護に関する
連絡体制の整備

休日や時間外に対応できる支援関係機関を把
握する等、連絡体制一覧表の作成と支援関係機
関への配布を行います。

子育て支援課

51

庁内連絡体制の
整備

迅速な対応ができるよう庁内連絡体制を整備
し、対応マニュアルを作成します。
※「DV対策庁内連携会議」

コミュニティ課
子育て支援課
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No. 主な取組 事業内容 主な担当課

52

支援関係機関向け
の苦情対応制度の
意義と仕組に関す
る研修の実施

支援関係機関にとって、苦情に迅速かつ適切に
対応することが、申出者の権利や利益を守ると
ともに、申出者をはじめ市民の支援関係機関に
対する信頼性を高め、相談しやすい環境整備に
つながることについて、研修を実施し、理解の
促進を図ります。

コミュニティ課
子育て支援課
保護課

53

申出への対応体制
の整備

市が実施する男女共同参画の推進に関する施策
若しくは男女共同参画の推進に影響を及ぼすと
認められる施策についての苦情又は男女共同参
画の推進を阻害する要因によって人権が侵害さ
れた場合の事案について、薩摩川内市男女共同
参画専門委員に申し出ることができます。

コミュニティ課

４　苦情等への適切な対応の推進

No. 主な取組 事業内容 主な担当課

54

相談員等の支援者
のケア

被害者へのより良い支援を行うために、支援者
自身が自らの心身の健康に気をつけるととも
に、組織としても、その職務の特性に配慮して
支援者のケアに取り組みます。

コミュニティ課
子育て支援課

55

支援者の個人情報
管理の徹底

相談員など支援者も加害者から危害を加えられ
る可能性があるため、その個人情報の管理を徹
底します。

コミュニティ課
子育て支援課
保護課

56

警察との連携・協
力

相談員など支援者も加害者から危害を加えられ
る可能性があるため、警察と連携・協力して、
その安全確保に努めます。

コミュニティ課
子育て支援課
防災安全課

57

ストーカー規制法
や接近禁止等の仮
処分の申立て制度
等の情報提供

配偶者暴力防止法以外の各種制度も有効に活用
し、被害者や被害者の親戚・友人等の安全確保
を図るため、配偶者暴力相談支援センターや警
察をはじめ支援関係機関が連携して、被害者及
び関係者への制度に関する情報提供とその利用
に当たっての支援を行います。

コミュニティ課
子育て支援課
保護課

５　支援者の安全確保
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被害者の保護と自立に向けた支援への取組重点目標 Ⅲ

１　被害者の保護と安全確保

No. 主な取組 事業内容 主な担当課

58

消防（救急）機関
における配偶者等
からの暴力被害者
への応急対応

患者の症状から、その背景に配偶者等からの暴
力がないか留意し、被害者の安全確保に努めま
す。

子育て支援課
警防課

59

被害者の一時保護
への支援

被害者の一時保護のための経費を予算化し、支
援関係機関との連携・協力により、被害者の安
全確保に努めます。

子育て支援課

60

子育て短期支援事
業による母子の保
護

配偶者等からの暴力により、緊急一時的に母子
を保護することが必要な場合等に、児童養護施
設等において短期間養育・保護を行います。

子育て支援課

61

身近な避難先の確
保

被害者の安全確保を図るために、地域ネットワ
ーク活動や地域生活者と連携して、身近な避難
先を確保できるよう努めます。

子育て支援課

62

警察による見回り 被害者が住み慣れた地域で引き続き暮らしてい
けるよう、いつ起こるか予測困難な暴力に迅速
に対処し、被害者の安全確保を図るために、警
察による見回りを要請します。

子育て支援課
防災安全課

63

地域における見守
り支援

被害者が住み慣れた地域で暮らしていけるよ
う、いつ起こるか予測困難な暴力に迅速に対処
し、被害者の安全確保を図るために、自治会組
織等において様々な機会を通じ、被害者の身近
な地域における見守り支援の環境づくりを促進
します。

コミュニティ課
子育て支援課
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２　通報・通告制度による被害者の保護

３　被害者の安全を守る各種制度の周知と適切な運用

No. 主な取組 事業内容 主な担当課

64

医療関係者への通
報・通告制度の周
知徹底

日常業務の中で被害者を発見しやすい立場にあ
る医療関係者に対して、医療関係者による発見
は守秘義務違反に問われることがない等の制度
周知を図り、被害者の適切な保護を図ります。

子育て支援課
市民健康課

65

通報者の情報（氏
名等）の保護の徹
底

通報を受ける可能性のある全ての関係者に対し
て、通報者情報の保護を図ります。

子育て支援課

66

配偶者暴力防止法
に基づく子に対す
る接近禁止命令制
度の周知

加害者による子どもの連れ去りや不当な接触を
防止し、被害者及び子どもの安全を確保するた
め、子どもに対する接近禁止命令制度が有効に
活用されるよう教育委員会及び学校、幼稚園、
保育所への制度の周知を図ります。更に、通報
体制の確立を促進します。

学校教育課
子育て支援課

67

地域のあらゆる主
体における子ども
の見守りの推進と
通告制度の周知

子どもに関わる学校や幼稚園、保育所、児童ク
ラブ、医療機関、地域住民等様々な立場の者
が、子どもの様子から配偶者等の暴力によって
傷ついている子どもを発見し、関係機関との連
携により適切な対応をとることができるよう、
児童虐待防止法に基づく通告制度の周知等を進
めます。

子育て支援課
学校教育課
市民健康課

No. 主な取組 事業内容 主な担当課

68

各種支援制度の適
切な運用

被害者が、加害者の追跡の恐怖から解放され、
安全な生活を確保するため、住民基本台帳の閲
覧等の制限に関する支援措置、医療保険の加入
脱退手続きにおける支援措置を適切に運用する
よう市職員等に周知徹底します。

市民課
保険年金課
保護課
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４　配偶者等からの暴力のある家庭に育つ子どもへの支援

No. 主な取組 事業内容 主な担当課

72

子どもの専門的ケ
ア体制の充実

配偶者等からの暴力によって心理的外傷を負っ
ている子どもの早期発見・適切な支援を、児童
相談所等との連携により行います。

子育て支援課
市民健康課

73

学校や幼稚園、保
育所、児童クラブ
等への就学や入所
等の支援

市、教育委員会、学校等は、加害者からの追跡
等があって現住所地に住民票を異動できない子
どもが、現在住んでいる地域の学校や保育所等
に入学や転校、入所等ができるよう支援しま
す。

子育て支援課
学校教育課

74

健康審査・予防接
種の弾力的実施

加害者からの追跡等があって現住所地に住民
登録していない子どもについても、現住所地
で健康審査や予防接種が受けられるよう実施
します。

子育て支援課
市民健康課

No. 主な取組 事業内容 主な担当課

69

保護命令制度の広
報と被害者への利
用支援

配偶者等からの暴力による被害者への安全確保
を図るために、配偶者暴力防止法に基づく保護
命令制度の利用が図られるよう、リーフレット
及びガイドブックを活用し、その広報に努める
とともに、制度利用にかかる手続きの支援を行
います。

子育て支援課

70

ストーカー規制法
や接近禁止等の仮
処分の申立て制度
等の情報提供

配偶者暴力防止法以外の各種制度も有効に活用
し、被害者の安全確保を図るため、警察をはじ
め支援関係機関が連携して、被害者及び関係者
への制度に関する情報提供とその利用に当たっ
ての支援を行います。

子育て支援課
コミュニティ課

71

加害者更生方法等
の調査・研究

各種研修会、講習会若しくは既に加害者更正プ
ログラムを実施している先進自治体、団体に職
員及び相談員等を派遣し、本市で実施可能な加
害者更生方法等の調査、研究を行います。

コミュニティ課
子育て支援課
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５　被害者の立場に立った生活再建に向けた支援

No. 主な取組 事業内容 主な担当課

75

生活保護等の支援
制度の活用

経済的に困窮している被害者に対しては、生活
保護の援護制度等の活用による支援を行いま
す。

保護課

76

ハローワークにお
ける職業相談・指
導、職業紹介、求
人情報の提供

被害者にとっての就労は、経済的な自立を図る
ためだけではなく、心の回復の面からも重要で
すが、被害者は、子育ての面等から仕事が限ら
れる等、就労機会が少ない状況にあります。ハ
ローワーク等における職業相談等の情報提供を
行います。

子育て支援課
商工政策課
保護課

77

就労のための技能
習得等の支援

就労に必要、あるいは有利な技能や知識を習得
するために、職業訓練や法制度等に関する学習
機会の情報を提供し、職業能力や就労意欲の向
上を支援します。

商工政策課

78

各種保育サービス
の情報提供・利用
支援

各種保育サービスや相談事業の情報提供や利用
支援を行い、育児の負担軽減を図ります。

子育て支援課

79
公営住宅への優先
入居

住宅の確保に困窮している被害者を支援するた
め、公営住宅への入居を推進します。

建築住宅課

80

自立困難な被害者
への対応

心身の状況や生活能力、障害、子育て等により
自立した生活が困難な被害者については、福祉
事務所等と連携を図りながら、個々の状況に応
じて福祉（保健）施設等への入所を支援しま
す。

子育て支援課
障害・社会福祉課
高齢・介護福祉課
保護課
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配偶者等からの暴力防止及び被害者支援に関するフローチャート（薩摩川内市）

被　　害　　者

自　　立

相談したい又は加害者から逃れたい場合 加害者を引き離して欲しい場合

相　　　　　　談 保護命令申立

鹿児島地方
家庭裁判所
川内支部

薩摩川内警察署配偶者暴力相談支援センター

【薩摩川内市】
配偶者暴力相談
支援センター

（子育て支援課）

【鹿児島県】
・女性相談センター
・ 男女共同参画セン

ター
・ 北薩地域振興局
　保健福祉環境部等

一時保護
厚生労働大臣が定める基準を満たす施設
（母子生活支援施設、婦人保護施設等）

生活再建するためのさまざまな支援
（配偶者暴力相談支援センター、ＤＶ対策庁内連携会議）

住宅確保・心の回復・就業・経済面・子どもの就学
個人情報保護・司法手続き等

保護命令
・接近禁止命令（６か月）
・被害者の子又は親族等への
　接近禁止命令（６か月）
・電話等禁止命令（６か月）
・退去命令（２か月）

相手方
（申立人の配偶者・元配偶者、 
 事実婚も含む）
命令に違反すると１年以下の
懲役または１００万円以下の
罰金が科せられる

委託・入所

連
携

市
民
、
医
療
機
関
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員
等
（
発
見
・
通
報
）

情
報
提
供
努
力
義
務

地裁の請求に基
づく書面提出等

  保護命令発令の通知
　  ※配偶者暴力相談支援
　　  センターへの相談等
　　  があった場合のみ
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一人で悩まないで。
各機関では、様々な女性に対する暴力に関する相談を受け付けています。

早めの相談が問題解決への第一歩です。

この他にも、国（総務省の行政相談窓口）、都道府県、市町村の相談機関、相談窓口や民間機関等
があります。

【参考ホームページ等】
内閣府男女共同参画局　http://www.gender.go.jp/
　○配偶者からの暴力被害者支援情報
　　http://www.gender.go.jp/policy/no.violence/e-vaw/index.html
　○ＤＶ相談ナビ　０５７０－０－５５２１０
　○配偶者暴力相談支援センター（携帯電話用サイト）　
　　http://www.gender.go.jp/e-vaw/keitai/soudan/DV.html

警察庁　https://www.npa.go.jp/
　○各都道府県警察の相談窓口　https://www.npa.go.jp/higaisya/shien/prf/index.htm
　○相談電話設置一覧表（性犯罪）
　　http://www.npa.go.jp/consultation/sousa1/index.htm
　○匿名通報ダイヤル　https://www.tokumei24.jp/

配 偶 者 か ら の 暴 力 に つ い て の 相 談
全国の配偶者暴力支援センター

各都道府県警察又は各警察署の相談窓口

性 犯 罪 に 係 る 被 害 や 捜 査 に 関 す る 相 談
各都道府県警察の性犯罪被害者１１０番等の相談電
話や性犯罪被害者相談コーナー等の相談室

売 春 強 要 な ど に つ い て の 相 談
各都道府県警察又は各警察署の相談窓口

各都道府県の婦人相談所

人 身 取 引 に 係 る 被 害 に つ い て 相 談

各都道府県警察又は各警察署の相談窓口

全国の地方入国管理局、同支局又は出張所

各都道府県の婦人相談所

職場におけるセクシュアル・ハラスメントについての相談 全国の労働局雇用均等室

つきまとい、ストーカー行為の被害についての相談 各都道府県警察又は各警察署の相談窓口

上記事柄やその他の女性に対する人権侵害についての相談
全国の法務局、地方法務局及びその支局の
人権相談窓口

女性に対する暴力　相談窓口
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法務省　http://www.moj.go.jp/
　○女性の人権ホットライン全国共通電話番号　０５７０―０７０―８１０
　○常設相談所（人権相談）　http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken20.html
　○みんなの人権１１０番（全国共通人権相談ダイヤル）　０５７０―００３―１１０
　○子どもの人権１１０番（全国共通・無料）　０１２０－００７―１１０
　○インターネット人権相談受付窓口
　　・パソコン　http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html
　　・携帯電話　https://www.jinken.go.jp/soudan/mobile/001.html
　○外国人のための人権相談所　http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html
　○入国管理局ホームページ　http://www.immi-moj.go.jp/
　○日本司法支援センター（法テラス）ホームページ　http://www.houterasu.or.jp/
　○法テラス犯罪被害者支援ダイヤル　０５７０―０７９７１４

厚生労働省　http://www.mhlw.go.jp/
全国の労働局所在地一覧
　　http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク
　夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、

ストーカー行為等の女性に対する暴力根絶に向けたシンボルマークです。
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成十三年法律第三十一号）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最終改正：平成二十六年法律第二十八号

目次
　前文
　第一章　総則（第一条・第二条）
　第一章の二　基本方針及び都道府県基本計画等（第二条の二・第二条の三）
　第二章　配偶者暴力相談支援センター等（第三条―第五条）
　第三章　被害者の保護（第六条―第九条の二）
　第四章　保護命令（第十条―第二十二条）
　第五章　雑則（第二十三条―第二十八条）
　第五章の二　補則（第二十八条の二）
　第六章　罰則（第二十九条・第三十条）
　附則

　我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向けた取組が
行われている。ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者
の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立
が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。
　このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護す
るための施策を講ずることが必要である。
　このことは、女性に対する暴力を根絶しようと努めている国際社会における取組にも沿うものである。
　ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防
止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。

　　　第一章　総則
　　（定義）
第 一条　この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力（身体に対する不法な攻撃であっ

て生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（以下この
項及び第二十八条の二において「身体に対する暴力等」と総称する。）をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受
けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受け
る身体に対する暴力等を含むものとする。

２　この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。
３ 　この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「離婚」には、

婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含む
ものとする。

　　（国及び地方公共団体の責務）
第 二条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援することを含め、その適切

な保護を図る責務を有する。

　　　第一章の二　基本方針及び都道府県基本計画等
　　（基本方針）
第 二条の二　内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第五項において「主務大

臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針（以下この条並びに
次条第一項及び第三項において「基本方針」という。）を定めなければならない。

２ 　基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の市町村基本計画の指
針となるべきものを定めるものとする。

　一　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項
　二　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項
　三　その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項
３ 　主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなけれ

ばならない。
４　主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
　　（都道府県基本計画等）
第 二条の三　都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための

施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県基本計画」という。）を定めなければならない。
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２　都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
　一　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針
　二　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施内容に関する事項
　三　その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項
３ 　市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村におけ

る配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「市町村
基本計画」という。）を定めるよう努めなければならない。

４ 　都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表
しなければならない。

５ 　主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のために必要な助言その他の
援助を行うよう努めなければならない。

　　　第二章　配偶者暴力相談支援センター等
　　（配偶者暴力相談支援センター）
第 三条　都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支

援センターとしての機能を果たすようにするものとする。
２ 　市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果

たすようにするよう努めるものとする。
３　配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業務を行うものとする。
　一　被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う機関を紹介すること。
　二　被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行うこと。
　三 　被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。次号、第六号、第五条及び

第八条の三において同じ。）の緊急時における安全の確保及び一時保護を行うこと。
　四 　被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等について、

情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。
　五　第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行うこと。
　六　被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。
４ 　前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行うもの

とする。
５ 　配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。
　　（婦人相談員による相談等）
第四条　婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行うことができる。
　　（婦人保護施設における保護）
第五条　都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行うことができる。

　　　第三章　被害者の保護
　　（配偶者からの暴力の発見者による通報等）
第 六条　配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下この章において同じ。）

を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努めなければならな
い。

２ 　医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認め
られる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報することができる。この場合にお
いて、その者の意思を尊重するよう努めるものとする。

３ 　刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規定によ
り通報することを妨げるものと解釈してはならない。

４ 　医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認め
られる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の利用について、その有する情報を提供す
るよう努めなければならない。

　　（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等）
第 七条　配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者に対し、

第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容について説明及び助言を行うとともに、必要
な保護を受けることを勧奨するものとする。
　　（警察官による被害の防止）
第 八条　警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法（昭和二十九年法律第

百六十二号）、警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）その他の法令の定めるところにより、暴力の制止、
被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければなら
ない。
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　　（警察本部長等の援助）
第 八条の二　警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、方面本部

長。第十五条第三項において同じ。）又は警察署長は、配偶者からの暴力を受けている者から、配偶者からの暴力によ
る被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力
を受けている者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防止するための措置の教示その他
配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な援助を行うものとする。

　　（福祉事務所による自立支援）
第 八条の三　社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に定める福祉に関する事務所（次条において「福祉事務所」と

いう。）は、生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）、母子及び
父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）その他の法令の定めるところにより、被害者の自立を支援す
るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

　　（被害者の保護のための関係機関の連携協力）
第 九条　配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所等都道府県又は市町村の関係機関その他の関係機関は、

被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるもの
とする。

　　（苦情の適切かつ迅速な処理）
第 九条の二　前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申出を受けたときは、

適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。

　　　第四章　保護命令
　　（保護命令）
第 十条　被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を

告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。）を受けた者に限る。以下この章において同じ。）が、配偶者か
らの身体に対する暴力を受けた者である場合にあっては配偶者からの更なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対
する暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から
引き続き受ける身体に対する暴力。第十二条第一項第二号において同じ。）により、配偶者からの生命等に対する脅迫
を受けた者である場合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力（配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後
に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体
に対する暴力。同号において同じ。）により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所
は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者（配偶者からの身
体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあって
は、当該配偶者であった者。以下この条、同項第三号及び第四号並びに第十八条第一項において同じ。）に対し、次の
各号に掲げる事項を命ずるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、申立ての時において被害者及び当該
配偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。

　一 　命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。
以下この号において同じ。）その他の場所において被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他そ
の通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと。

　二 　命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること及び当該住
居の付近をはいかいしてはならないこと。

２ 　前項本文に規定する場合において、同項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立
てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、
同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、被害者に対して次の各号に掲げるい
ずれの行為もしてはならないことを命ずるものとする。

　一　面会を要求すること。
　二　その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
　三　著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
　四 　電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて

送信し、若しくは電子メールを送信すること。
　五 　緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、

又は電子メールを送信すること。
　六　汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
　七　その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
　八 　その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画

その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
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３ 　第一項本文に規定する場合において、被害者がその成年に達しない子（以下この項及び次項並びに第十二条第一項第
三号において単に「子」という。）と同居しているときであって、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を
行っていることその他の事情があることから被害者がその同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくさ
れることを防止するため必要があると認めるときは、第一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所
は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効
力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、当該子の住居（当
該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）、就学する学校その他の場所において当
該子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、就学する学校その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはなら
ないことを命ずるものとする。ただし、当該子が十五歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。

４ 　第一項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者
（被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下この項及び次項並びに第十二条第一項第四号にお
いて「親族等」という。）の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることその他の事情があることか
ら被害者がその親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があるときは、第一項
第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加え
られることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日
から起算して六月を経過する日までの間、当該親族等の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以
下この項において同じ。）その他の場所において当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、勤務先その
他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。

５ 　前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未満の子を除く。以下この項において同じ。）の同意（当該親族等が
十五歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代理人の同意）がある場合に限り、することができる。

　　（管轄裁判所）
第 十一条　前条第一項の規定による命令の申立てに係る事件は、相手方の住所（日本国内に住所がないとき又は住所が知

れないときは居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
２　前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることができる。
　一　申立人の住所又は居所の所在地
　二　当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地
　　（保護命令の申立て）
第 十二条　第十条第一項から第四項までの規定による命令（以下「保護命令」という。）の申立ては、次に掲げる事項を

記載した書面でしなければならない。
　一　配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況
　二 　配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配偶者から受ける身体に

対する暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる申立ての時における事情
　三 　第十条第三項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居している子に関して配偶者と面

会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認めるに足りる申立ての時における
事情

　四 　第十条第四項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該親族等に関して配偶者と面会するこ
とを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認めるに足りる申立ての時における事情

　五 　配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前各号に掲げる事項について相談し、又は援助若しくは
保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項

　　イ　当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称
　　ロ　相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所
　　ハ　相談又は求めた援助若しくは保護の内容
　　ニ　相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容
２ 　前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書に

は、同項第一号から第四号までに掲げる事項についての申立人の供述を記載した書面で公証人法（明治四十一年法律第
五十三号）第五十八条ノ二第一項の認証を受けたものを添付しなければならない。

　　（迅速な裁判）
第十三条　裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとする。
　　（保護命令事件の審理の方法）
第 十四条　保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発することができ

ない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは、この限
りでない。

２ 　申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がある場合には、裁判所は、当該配偶者暴力相談支
援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し又は援助若しくは保護を求めた際の状況及びこれに対して執
られた措置の内容を記載した書面の提出を求めるものとする。この場合において、当該配偶者暴力相談支援センター又
は当該所属官署の長は、これに速やかに応ずるものとする。

３ 　裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署の長又は申立人から
相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、同項の規定により書面の提出を求めた事項に関して
更に説明を求めることができる。
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　　（保護命令の申立てについての決定等）
第 十五条　保護命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を経ないで決定をす

る場合には、理由の要旨を示せば足りる。
２ 　保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日における言渡しによっ

て、その効力を生ずる。
３ 　保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨及びその内容を申立人の住所又は居所を管轄する警視総

監又は道府県警察本部長に通知するものとする。
４ 　保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又は援助若しくは保護

を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項の記載があると
きは、裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨及びその内容を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相
談支援センター（当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センターが二以上ある場合にあっては、申立人が
その職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支援センター）の長に通知する
ものとする。

５　保護命令は、執行力を有しない。
　　（即時抗告）
第十六条　保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
２　前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。
３ 　即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情があることにつき疎明があった

ときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、保護命令の効力の停止
を命ずることができる。事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判所も、この処分を命ずることができる。

４ 　前項の規定により第十条第一項第一号の規定による命令の効力の停止を命ずる場合において、同条第二項から第四項
までの規定による命令が発せられているときは、裁判所は、当該命令の効力の停止をも命じなければならない。

５　前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
６ 　抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命令を取り消す場合において、同条第二項から第四項までの規定によ

る命令が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなければならない。
７ 　前条第四項の規定による通知がされている保護命令について、第三項若しくは第四項の規定によりその効力の停止を

命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨及びその内容を当該通知を
した配偶者暴力相談支援センターの長に通知するものとする。

８　前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合について準用する。
　　（保護命令の取消し）
第 十七条　保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てをした者の申立てがあった場合には、当該保護命令を取り

消さなければならない。第十条第一項第一号又は第二項から第四項までの規定による命令にあっては同号の規定による
命令が効力を生じた日から起算して三月を経過した後において、同条第一項第二号の規定による命令にあっては当該命
令が効力を生じた日から起算して二週間を経過した後において、これらの命令を受けた者が申し立て、当該裁判所がこ
れらの命令の申立てをした者に異議がないことを確認したときも、同様とする。

２ 　前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定による命令を発した裁判所が前項の規定により当該命令を取り消す
場合について準用する。

３　第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項の場合について準用する。
　　（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て）
第 十八条　第十条第一項第二号の規定による命令が発せられた後に当該発せられた命令の申立ての理由となった身体に対

する暴力又は　生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする同号の規定による命令の再度の申立てがあったときは、
裁判所は、配偶者と共に生活の本拠としている住居から転居しようとする被害者がその責めに帰することのできない事
由により当該発せられた命令の効力が生ずる日から起算して二月を経過する日までに当該住居からの転居を完了するこ
とができないことその他の同号の規定による命令を再度発する必要があると認めるべき事情があるときに限り、当該命
令を発するものとする。ただし、当該命令を発することにより当該配偶者の生活に特に著しい支障を生ずると認めると
きは、当該命令を発しないことができる。

２ 　前項の申立てをする場合における第十二条の規定の適用については、同条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる
事項」とあるのは「第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」と、同項第五号中「前
各号に掲げる事項」とあるのは「第一号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」と、同条第二項中「同
項第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「同項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の
事情」とする。

　　（事件の記録の閲覧等）
第 十九条　保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、

謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。ただし、相手方にあっては、
保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の
送達があるまでの間は、この限りでない。

（法務事務官による宣誓認証）
第 二十条　法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域内に公証人がいない場合又は公証人がその職務を行うこと

ができない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方法務局又はその支局に勤務する法務事務官に第十二条第二
項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の認証を行わせることができる。
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　　（民事訴訟法の準用）
第 二十一条　この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、その性質に反しない限り、民

事訴訟法（平成八年法律第百九号）の規定を準用する。
　　（最高裁判所規則）
第 二十二条　この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
　　　第五章雑則
　　（職務関係者による配慮等）
第 二十三条　配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項において「職務関係者」

という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、被害者の国籍、障
害の有無等を問わずその人権を尊重するとともに、その安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。

２ 　国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深めるために
必要な研修及び啓発を行うものとする。
　　（教育及び啓発）
第 二十四条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努める

ものとする。
　　（調査研究の推進等）
第 二十五条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資するため、加害者の更生のための指

導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進並びに被害者の保護に係る人材の養
成及び資質の向上に努めるものとする。

　　（民間の団体に対する援助）
第 二十六条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体に対

し、必要な援助を行うよう努めるものとする。
　　（都道府県及び市の支弁）
第二十七条　都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。
　一　第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦人相談所の運営に要する費用（次号に掲げる費用を除く。）
　二 　第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所が行う一時保護（同条第四項に規定する厚生労働大臣が定める基準

を満たす者に委託して行う場合を含む。）に要する費用
　三　第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用
　四 　第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行う場合を含

む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用
２　市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用を支弁しなければならない。
　　（国の負担及び補助）
第 二十八条　国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第一号及

び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする。
２　国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の五以内を補助することができる。
　一　都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げるもの
　二　市が前条第二項の規定により支弁した費用
　　　第五章の二　補則
　　（この法律の準用）
第二十八条の二　第二条及び第一章の二から前章までの規定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係における共同生活
に類する共同生活を営んでいないものを除く。）をする関係にある相手からの暴力（当該関係にある相手からの身体に対
する暴力等をいい、当該関係にある相手からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が当該関係を解消した場合にあ
っては、当該関係にあった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。）及び当該暴力を受けた者について準用する。
この場合において、これらの規定中「配偶者からの暴力」とあるのは「第二十八条の二に規定する関係にある相手からの
暴力」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に
読み替えるものとする。

第二条 被害者 被害者（第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力を受け
た者をいう。以下同じ。）

第六条第一項 配偶者又は配偶者であっ
た者

同条に規定する関係にある相手又は同条に規定する関係にある相手で
あった者

第十条第一項から第四項まで、第
十一条第二項第二号、第十二条第
一項第一号から第四号まで及び第
十八条第一項

配偶者 第二十八条の二に規定する関係にある相手

第十条第一項 離婚をし、又はその婚姻
が取り消された場合

第二十八条の二に規定する関係を解消した場合
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　　　第六章　罰則
第 二十九条　保護命令（前条において読み替えて準用する第十条第一項から第四項までの規定によるものを含む。次条に

おいて同じ。）に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第 三十条　第十二条第一項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第二十八条の二におい

て読み替えて準用する第十二条第一項（第二十八条の二において準用する第十八条第二項の規定により読み替えて適用
する場合を含む。）の規定により記載すべき事項について虚偽の記載のある申立書により保護命令の申立てをした者は、
十万円以下の過料に処する。

　　　附　則〔抄〕
　　（施行期日）
第 一条　この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第二章、第六条（配偶者暴力相談

支援センターに係る部分に限る。）、第七条、第九条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第二十七条及
び第二十八条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。

　　（経過措置）
第 二条　平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に関して相談し、又は

援助若しくは保護を求めた場合における当該被害者からの保護命令の申立てに係る事件に関する第十二条第一項第四号
並びに第十四条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「配偶者暴力相談支援センター」とあるの
は、「婦人相談所」とする。

　　（検討）
第 三条　この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加え

られ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

　　　附　則〔平成十六年法律第六十四号〕
　　（施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
　　（経過措置）
第 二条　この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（次

項において「旧法」という。）第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する事件については、
なお従前の例による。

２ 　旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた後に当該命令の申立ての理由となった身体に対する不法な攻撃であ
って生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由とするこの法律による改正後の配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護に関する法律（以下「新法」という。）第十条第一項第二号の規定による命令の申立て（この法律の施行
後最初にされるものに限る。）があった場合における新法第十八条第一項の規定の適用については、同項中「二月」と
あるのは、「二週間」とする。

　　（検討）
第 三条　新法の規定については、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、そ

の結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
　　　附　則〔平成十九年法律第百十三号〕〔抄〕
　　（施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
　　（経過措置）
第 二条　この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第十条

の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する事件については、なお従前の例による。

　　　附　則〔平成二十五年法律第七十二号〕〔抄〕
　　（施行期日）
１　この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

　　　附　則〔平成二十六年四月二十三日法律第二十八号〕〔抄〕
　　（施行期日）
第一条　この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から
　施行する。
　一 　第一条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定並びに附則第四条第一項及び第二項、第十四条並

びに第十九条の規定　公布の日
　二 　第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十八条までの規定　平成二十六年

十月一日

　　（政令への委任）
第十九条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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男女共同参画都市　さつませんだい宣言

わたしがいる　あなたがいる
あなたもたいせつ　わたしもたいせつ
あなたらしさ　わたしらしさを尊重し
一人ひとりの権利を認め　責任を分かち合い
共に歩もう

心やすらぎ　夢をうみだし
生命うるおい　愛をはぐくむ
笑顔でひろがるパートナーシップ
そんな想いを子どもたちに伝えたい

性別を超え　世代を超え
一人ひとりが幸せを実感できる
男女共同参画都市　薩摩川内を目指すことを
わたしたちはここに宣言します

平成17年4月1日　　　　　　　　薩摩川内市
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